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第１章 計画の目的等 

１．計画の背景と目的 

(１) 背景 

長岡京市では、昭和 26年の公営住宅法の制定当初から市営住宅の供給を開始しており、令

和元年度末現在、市営住宅のストックは 7団地、171 戸となっている。 

本市では、国の第八期住宅建設五箇年計画（平成 13年 3 月閣議決定）に基づく公営住宅の

ストック総合活用計画の策定が位置づけられたことを背景として、良質な市営住宅ストックの

形成による長期間にわたるストック活用を基本方針に、平成 16 年度から平成 25 年度の 10 年

計画とした「長岡京市営住宅ストック総合活用計画」を平成 16 年 1月に策定した。 

その後、公営住宅等における点検の強化及び早期の管理・修繕による更新コストの縮減を目

指し、公営住宅等長寿命化計画の策定及びこれに基づく予防保全的管理、長寿命化に資する改

善を推進していくため、国から「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 21 年 3月）」が提示

されたことを受け、市では、平成 23年 3月にストック総合活用計画の見直しを行い、改訂版

として、平成 23年度から平成 32年度（令和２年度）の 10年間を計画期間とした「長岡京市

営住宅等長寿命化計画」を策定した。以後、平成 28年 6 月に一部改訂を加えながら、この計

画に基づき、市営住宅の総合的な改善事業を進めてきた。 

 

(２) 目的 

平成 28年 8 月に、国から新たな「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」が示され、平

成 21 年の旧指針から、点検の位置付けの強化や事業手法の選定フロー、ライフサイクルコス

ト算定手法の見直し等が行われた。さらに本市においても、上位計画である「長岡京市第４次

総合計画」が平成 28 年 3月に策定されたほか、市が管理する公共施設等の今後の管理及び取

組方針である「長岡京市公共施設等総合管理計画」が同じく平成 28年 3月に策定されている。 

こうした国の指針や本市における上位計画が見直されたことを受け、「長岡京市営住宅等長

寿命化計画（平成 28 年 6月改訂）」に位置付けられている計画修繕を検証し、進捗の確認と長

寿命化に資する改善の検討を行い、適切な計画修繕を推進するため、この計画を策定するもの

である。 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、「長岡京市第 4 次総合計画」を上位計画とし、本市にふさわしい市営住宅の活用

方策を定めるものであり、市営住宅施策を体系的、総合的に推進するための計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画期間 

計画期間は、令和 3 年度から令和 12年度までの 10 年間とする。 

前期 5 年（令和 3 年度～令和 7 年度）、後期 5 年（令和 8 年度～令和 12 年度）に区分した

うえで、今後の事業の進捗状況や社会経済情勢の変化に応じ、適宜見直しを図るものとする。 

 

 

  

京都府住生活基本計画 

（H28～R7 年度） 

長岡京市第４次総合計画 

H28～R12 年度 

※第 2 期基本計画（R3～R7 年度） 

H28.8 国の公営住宅等長寿命化計画策定指針に基づく 

第 2 次長岡京市営住宅等長寿命化計画 

（R3～R12 年度） 

第二期長岡京市 

都市計画マスタープラン 

（H28～R12 年度） 

長岡京市 

建築物耐震改修促進計画 

（H28～R7 年度） 

【関連計画】 

住生活基本法に基づく 

住生活基本計画 

（全国計画） 

（H28～R7 年度） 

長岡京市公共施設等総合管理計画 

（H28～R22 年度） 

【上位計画等】 

長岡京市公共施設等再編整備構想 

（H30～R14 年度） 
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第２章 市営住宅ストックの概要 

１．居住を取り巻く動向 

(１) 人口・世帯の動向 

① 人口・世帯数 

人口は昭和 60 年以降増加傾向にあり、平成 12 年には減少に転じたものの、その後は再

び増加を続け、令和 2年（10 月 1日現在）では 80,475 人となっている。 

一方、世帯数は一貫して増加傾向が続いており、令和 2年では 33,720 世帯となっている。 

平均世帯人員は減少傾向にあり、令和 2 年では 2.39 人となっている。 

 

■人口総数及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平均世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：S60～H27 年 各年国勢調査、R2 年 京都府推計人口（10 月 1 日現在）  
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② 年齢別人口 

年齢別人口構成をみると、少子高齢化が進行しており、平成 27 年では 15 歳未満人口の

比率が 14.1％、15～64 歳人口が 60.1％、65 歳以上の高齢人口は 25.8％（京都府はそれぞ

れ 12.3%、60.2%、27.5%）となっている。 

 

■年齢 3 階級別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人口ピラミッド(平成 27 年)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢「不詳」は含まない 

出典：各年国勢調査 

  

-15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0%

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上 長岡京市

京都府

10% 5% 0%                   0%                           5%                    10%

男 女



5 

③ 世帯の型（一般世帯） 

一般世帯の世帯の型をみると、平成 27 年で単身世帯が全体の 27.9％、核家族世帯（夫婦

のみの世帯、夫婦と子供の世帯、ひとり親と子供の世帯）が 66.4％、その他親族世帯が 5.0％

（京都府はそれぞれ 38.4%、54.3%、6.6%）となっている。 

経年変化をみると、高齢単身世帯、高齢夫婦世帯が年々増加しており、一般世帯総数に対

する割合は平成 27 年で 24.3%（京都府は 24.3%）を占めている。 

 

■世帯の家族類型別一般世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家族類型「不詳」は含まない 

■高齢単身、高齢夫婦世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢単身世帯：65 歳以上の人 1 人のみの一般世帯 

※高齢夫婦世帯：夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦 1 組のみの一般世帯 

 

出典：各年国勢調査 
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(２) 住宅ストックの状況 

① 住宅所有関係別一般世帯数の推移 

世帯数は年々増加の傾向を続けており、平成 27 年の住宅に住む一般世帯数は 31,929 世

帯となっている。所有関係別では持ち家の比率が高く、平成 27年では住宅に住む一般世帯

に占める持ち家の比率は 71.5％（京都府は 62.0%）となっている。 

 

■住宅所有関係別一般世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年国勢調査 
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② 住宅総数と世帯数の推移 

住宅総数、世帯総数ともに年々増加の傾向がみられ、平成30年での住宅総数は35,640戸、

世帯総数は 32,450 世帯となっている。 

 

■住宅総数と世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年住宅・土地統計調査  

 

③ 空き家の推移 

空き家数は平成 5 年に減少し、平成 10年以降は緩やかな増加傾向にあったが、近年は横

ばい傾向にあり平成 30 年では 3,380 戸、住宅総数に占める割合は 9.5%（京都府は 12.8%）

となっている。 

 

■空き家数及び空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年住宅・土地統計調査 
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④ 長岡京市及び近隣の公営住宅の状況 

長岡京市には 171 戸の市営住宅が整備されており、全世帯に占める比率は 0.53％となっ

ている。長岡京市に隣接する向日市は 42戸 0.20％、大山崎町には町営住宅が設置されてい

ない。また、これらの市営住宅を補完する府営住宅は以下の通りである。 

 

■各市町における公営住宅数と公営住宅比率 

 長岡京市 向日市 大山崎町 合計 

市（町）営住宅数 （戸） 171 42 0 213 

世帯数（H27） 32,491 21,356 5,993 59,840 

市（町）営住宅の比率 0.53% 0.20% 0.0% 0.36% 

府営住宅数    （戸） 0 701 48 749 

合 計 171 743 48 962 

出典：世帯数は国勢調査、市（町）営住宅数は向日市公共施設等総合管理計画（H29.3）、 

府営住宅数は京都府ホームページ（公営住宅一覧） 

 

 

⑤ 建築時期別・構造別住宅数 

建築時期をみると、昭和 56 年～平成 2 年、平成 3～12 年、平成 13～22 年に建てられた

建物が多く、それぞれ全体の約 2割を占めている。新耐震基準（昭和 56年 6月施行）より

前に建てられた建物は 25.6％（7,910戸）となっている。 

構造をみると、木造（木造と防火木造）が 64.4％、非木造（鉄筋・鉄骨コンクリート造、

鉄骨造、その他）が 35.6％となっており、木造住宅のうち 28.1％が新耐震基準より前の建

築となっている。 

 

■建築時期別・構造別居住世帯のある住宅数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築の時期「不詳」は含まない 

出典：H30 年住宅・土地統計調査 
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⑥ 住宅の耐震化率 

平成 25年時点における住宅の耐震化率（推計）は、78.0％（京都府は約 81％）となって

いる。 

 

■住宅の構造別耐震性の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値は平成 25 年住宅・土地統計調査報告、住宅の種類・構造・建築の時期別住宅数から算出。 

※建築の時期「不詳」は含まない。 

※昭和 55 年以前のうち耐震性を有する住宅戸数（国の推計）：木造戸建て住宅 12％、その他住宅

76％とする。 

出典：長岡京市建築物耐震改修促進計画（平成 29 年 3 月） 

 

  

21,010戸
3,229戸

6,831戸

67.6%

10.4%

22.0%

【全体】

昭和56年以降の住宅

昭和55年以前の住宅（耐震性あり）

昭和55年以前の住宅（耐震性不明）

13,330戸
828戸

6,072戸

65.9%4.1%

30.0%

【木造】

7,680戸

2,401戸

759戸

70.8%

22.1%

7.0%

【非木造】

耐震化率 78.0％ 

耐震化率 70.0％ 耐震化率 93.0％ 
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⑦ 所有関係別居住面積水準の状況 

全体では最低居住面積水準未満の世帯は 6.1％であるが、借家では 21.5％と高い割合とな

っている。特に、民営借家が 22.8％と居住水準が低くなっている。 

 

■所有関係別居住面積水準の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実数：（世帯） 構成比（％） 

最低居住面積
水準未満 

最低居住面積
水準以上 

誘導居住面積
水準未満 

誘導居住面積
水準以上 

最低居住面積
水準未満 

最低居住面積
水準以上 

誘導居住面積
水準未満 

誘導居住面積
水準以上 

総数 1,910 12,440 17,070 6.1% 39.6% 54.3% 

持ち家 180 8,710 14,520 0.8% 37.2% 62.0% 

借家 1,720 3,730 2,550 21.5% 46.6% 31.9% 

公営の借家 - 120 50 0.0% 70.6% 29.4% 

都市再生機構(UR) 
・公社の借家 

- - - - - - 

民営借家 1,700 3,440 2,300 22.8% 46.2% 30.9% 

給与住宅 30 170 200 7.5% 42.5% 50.0% 

出典：H30 年住宅・土地統計調査 

＜参考＞ 

 概  要 算定式 
子どもに係る 

世帯人数の換算 
世帯人数別の面積(例）(㎡) 
単身 2 人 3 人 4 人 

最低居
住面積
水準 

世帯人数に応じて、健康で文化的
な住生活を営む基礎として必要不
可欠な住宅の面積に関する水準 

①単身者：㎡ 
②2 人以上の世
帯：10 ㎡×世帯
人数＋10 ㎡ 

3 歳未満 
0.25 人 

3 歳以上 
6 歳未満 

0.5 人 
6 歳以上 10
歳未満 

0.75 人 
ただし、これ
らにより算定
された世帯人
数が 2 人に満
たない場合は
2 人 

25 
 

30 
[30] 

40 
[35] 

50 
[45] 

誘導居
住面積
水準 

世帯人数に応じ
て、豊かな住生
活の実現の前提
として多様なラ
イフスタイルに
対応するために
必要と考えられ
る住宅の面積に
関する水準 

[都市居住型] 
都市の中心及びそ
の周辺における共
同住宅居住を想定 

①単身者：40 ㎡ 
②2 人以上の世
帯：20 ㎡×世帯
人数＋15 ㎡ 

40 
 

55 
[55] 

75 
[65] 

95 
[85] 

[一般型] 
都市の郊外及び都
市部以外の一般地
域における戸建住
宅居住を想定 

①単身者：55 ㎡ 
②2 人以上の世
帯：25 ㎡×世帯
人数＋25 ㎡ 

55 
 

75 
[75] 

100 
[87.5] 

125 
[112.5] 

[ ]内は、3～5 歳児が 1 名いる場合  

6.1%

0.8%

21.5%

0.0%

22.8%

7.5%

39.6%

37.2%

46.6%

70.6%

46.2%

42.5%

54.3%

62.0%

31.9%

29.4%

30.9%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数

持ち家

借家

公営の借家

民営借家

給与住宅

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上

誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上
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⑧ 住宅のバリアフリー化率 

住宅のバリアフリー化率（高齢者等のための設備がある専用住宅の率）は、平成 30年時

点で持家 67.9％、借家 34.4％となっている。 

バリアフリー化が進んでいる部位は、「手すり」が最も多く、次いで「段差のない屋内」

となっている。 

 

■専用住宅の所有関係別高齢者等のための設備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 専用住宅数 

（※1） 

高齢者等の 

ための設備が

ある住宅 

（※2） 

高齢者等のための設備状況 

手すりがある 
またぎやすい 

高さの浴槽 

廊下などが 

車いすで 

通行可能な幅 

段差のない 

屋内 

道路から玄関

まで車いすで

通行可能 

持ち家 
23,040 15,640 14,010 6,110 4,020 6,030 2,430 

100.0% 67.9% 60.8% 26.5% 17.4% 26.2% 10.5% 

借 家 
7,990 2,750 1,920 380 500 720 640 

100.0% 34.4% 24.0% 4.8% 6.3% 9.0% 8.0% 

※1：所有関係「不詳」は含まない。 

※2：表中「高齢者等のための設備状況」の設備項目のうち、1 つでも講じている住宅数 

出典：H30 年住宅・土地統計調査 

 

  

67.9%

60.8%

26.5%

17.4%

26.2%

10.5%

34.4%

24.0%

4.8%

6.3% 9.0% 8.0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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す
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通
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可
能
な
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で

車
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す
で
通
行
可
能

持ち家

借家
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２．市営住宅ストックの概要 

(１) 市営住宅ストックの現況 

① 市営住宅管理戸数 

市営住宅の総管理戸数は、171戸（7団地、25 棟）である。 

構造別には、特殊耐火構造が 8.2％、低層耐火構造が 22.8％、中層耐火構造が 69.0％であ

る。 

 

■住宅別・構造別の市営住宅管理戸数（令和元年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「特殊」：特殊耐火構造、「低耐」：低層耐火構造（2 階）、「中耐」：中層耐火構造（3・4 階） 

 

■構造別の市営住宅管理戸数 

 

 

 

 

 

 

  

特殊 8.2%

低耐 22.8% 中耐 69.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

構造別管理戸数

特殊 低耐 中耐

中開田 S28 2 14 14 -

馬場 S49 1 14 14 階段室

陶器町北 S57 1 5 5 -

陶器町中 S58 1 5 5 -

陶器町南 S58 1 5 5 -

野添Ａ S52 1 24 24 階段室 元地域改善向け

野添Ｂ S60 1 16 16 階段室 元地域改善向け

野添Ｃ S59 1 16 16 階段室 元地域改善向け

野添Ｄ S61 1 9 9 片廊下 元地域改善向け

深田 S50 10 20 20 - 小集落改良住宅

今里 S62 1 4 4 -

神足Ａ H3 1 6 6 階段室

神足Ｂ H3 1 8 8 階段室

神足Ｃ H4 1 14 14 片廊下

神足Ｄ H9 1 11 11 片廊下

25 171 14 39 118

100.0% 8.2% 22.8% 69.0%

市

営

住

宅

合計

構成比

構造別内訳
戸数 備考棟数住宅名 建設年度 住棟型式
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団地規模別分布図 

 

 

 

 

凡例 
 

1～10 戸 
 
          11～30 戸 
 
 
           31～60 戸 
 
 
 
      61 戸以上 

今里住宅 

 

野添住宅 

 

深田住宅 

 

陶器町住宅 

 

馬場住宅 

 

中開田住宅 

 
神足住宅 
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市営住宅の状況 

 

 中開田住宅  

管理戸数 14 

建設年度 昭和 28 年度 

構造 特殊耐火２階 

住棟形式 - 

間取り 3K 

 

 馬場住宅  

管理戸数 14 

建設年度 昭和 49 年度 

構造 耐火 4 階 

住棟形式 階段室 

間取り 2DK 

 

 陶器町住宅  

管理戸数 15 

建設年度 昭和 57～58 年度 

構造 耐火２階 

住棟形式 - 

間取り 3DK 

 

 

 

 

 

 

 野添住宅  

管理戸数 65 

建設年度 
昭和 52 年度 

昭和 59～61 年度 

構造 
耐火３階、 

耐火４階 

住棟形式 階段室、片廊下 

間取り 3DK 
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 深田住宅  

管理戸数 20 

建設年度 昭和 50 年度 

構造 耐火２階 

住棟形式 - 

間取り 4DK 

 

 今里住宅  

管理戸数 4 

建設年度 昭和 62 年度 

構造 耐火２階 

住棟形式 - 

間取り 3DK 

 

 神足住宅  

管理戸数 39 

建設年度 
平成 3～4 年度 

平成 9 年度 

構造 
耐火３階、 

耐火４階 

住棟形式 階段室、片廊下 

間取り 3DK、2DK、2LDK 
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② 構造別の建設時期 

昭和 30年以前に建設された住宅は、特殊耐火構造の 14 戸のみとなっている。昭和 31 年

～45 年までに建設された住宅はなく、昭和 46 年から 55 年にかけては低層耐火構造、中層

耐火構造の住宅が合わせて 58 戸建設されており、新耐震基準（昭和 56 年 6 月施行）より

前の住宅は全体の約 4割（72 戸）を占めている。 

昭和 56年以降は低層耐火構造、中層耐火構造で 99戸建設されている。 

 

■構造別・建設年度別管理戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
20 

15 

4 

14 

24 

32 

9 

39 

0

10

20

30

40

50

～S30 S31～35 S36～40 S41～45 S46～50 S51～55 S56～60 S61～H2 H3～

（戸）

特殊

低耐

中耐

建設年度 特殊 低耐 中耐 合計 構成比

～S30 14 14 8.2%

S31～35 0 0.0%

S36～40 0 0.0%

S41～45 0 0.0%

S46～50 20 14 34 19.9%

S51～55 24 24 14.0%

S56～60 15 32 47 27.5%

S61～H2 4 9 13 7.6%

H3～ 39 39 22.8%

合計 14 39 118 171 100.0%
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③ 耐用年数の経過状況 

令和 2 年度末時点で、耐用年数を経過する住宅は中開田住宅 14 戸（8.2％）、耐用年数の

1／2 を経過する住宅は 105 戸（61.4％）となっている。 

また、本計画の最終年度である令和 12 年度末時点では、146 戸（85.4％）が耐用年数の

1／2 を経過する。 

 

■住宅別耐用年数経過戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住宅構造別耐用年数一覧 

構造 耐用年数 

木造 30 年 

特殊耐火構造 45 年 

耐火構造 70 年 

 

 

 

1/2経過 全経過 1/2経過 全経過

中開田 S28 14 特殊 45 67 14 14

馬場 S49 14 中耐 70 46 14 14

陶器町北 S57 5 低耐 70 38 5 5

陶器町中 S58 5 低耐 70 37 5 5

陶器町南 S58 5 低耐 70 37 5 5

野添Ａ S52 24 中耐 70 43 24 24

野添Ｂ S60 16 中耐 70 35 16 16

野添Ｃ S59 16 中耐 70 36 16 16

野添Ｄ S61 9 中耐 70 34 9

深田 S50 20 低耐 70 45 20 20

今里 S62 4 低耐 70 33 4

神足Ａ H3 6 中耐 70 29 6

神足Ｂ H3 8 中耐 70 29 8

神足Ｃ H4 14 中耐 70 28 14

神足Ｄ H9 11 中耐 70 23

合計 171 105 14 146 14

構成比 61.4% 8.2% 85.4% 8.2%

年度 構造住宅名 R2年度末時点 R12年度末時点

管理戸数管理

戸数

耐用

年数

R2年度末

経過年数

171

(100%)

105

(61.4%)

146

(85.4%)

14

(8.2%)

14

(8.2%)

0

50

100

150

200

管理戸数 R2年度末時点 R12年度末時点

（戸）
1/2経過 全経過



18 

④ 住戸規模 

住戸規模は 50～60㎡未満が最も多く、全体の約 40％（69戸）を占めている。 

標準的な４人世帯を想定した最低居住面積水準の 50㎡を下回る住宅は、約 16％（28戸）

となっている。 

 

■住戸規模別・構造別管理戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

39 14 

69 

9 

26 

0

10

20

30

40

50

60

70

40㎡未満 40～50㎡未満 50～60㎡未満 60～70㎡未満 70㎡以上

（戸）

特殊

低耐

中耐

規模 特殊 低耐 中耐 合計 構成比

40㎡未満 0 0.0%

40～50㎡未満 14 14 28 16.4%

50～60㎡未満 69 69 40.4%

60～70㎡未満 39 9 48 28.1%

70㎡以上 26 26 15.2%

合計 14 39 118 171 100.0%
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⑤ 設備等の整備状況 

浴室は、全ての住宅で設置されており、その内、中開田住宅を除く 157 戸（91.8％）で浴

槽が設置されている。また、高齢者対応の浴槽は、中開田住宅と陶器町住宅（身障者向け住

戸 1戸を除く）以外の住戸 143 戸（83.6％）で設置されている。 

住戸の段差解消等の状況は、陶器町住宅の身障者向け住戸 1 戸と、野添住宅Ｄ棟及び神足

住宅の 1階住戸において対応がなされている。 

 

■設備等内容一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：段差解消等の「△」は、1 階住戸のみ 

※2：手摺設置の「◎」は玄関・トイレ・浴室、「〇」はトイレ・浴室 

 

■主な設備等の状況 

 戸数 総管理戸数に対する割合 

浴室あり住戸 171 100.0％ 

 
うち、浴槽設置住戸 157 91.8％ 

うち、高齢者対応浴槽設置住戸 143 83.6％ 

3 点給湯を満たしている住戸 39 22.8％ 

段差解消等住戸 15 12.9％ 

手摺設置住戸 157 91.8％ 

建設 住戸 住戸専用 3点 段差解消 手摺設置 浴槽 高齢者 水洗

年度 タイプ 面積(㎡) 給湯 ※1 ※2 有無 対応浴槽 WC

中開田 S28 2 14 特殊 2 3K 42.90 × × × 設置可 × 〇

馬場 S49 1 14 中耐 4 2DK 40.00 × × ◎ ○ 〇 〇

陶器町北 S57 1 5 低耐 2 3DK 62.50 × × ◎ ○ × 〇

陶器町中 S58 1 5 低耐 2 3DK 67.90 × × ◎ ○ × 〇

3 3DK 62.50 × × ◎ ○ × 〇

1 2LDK 61.40 × × ◎ ○ × 〇

1 2LDK 63.90 × ○ ◎ ○ ○ 〇

野添Ａ S52 1 24 中耐 4 3DK 56.90 × × ◎ ○ 〇 〇

野添Ｂ S60 1 16 中耐 4 3DK 59.90 × × ◎ ○ 〇 〇

野添Ｃ S59 1 16 中耐 4 3DK 59.90 × × ◎ ○ 〇 〇

野添Ｄ S61 1 9 中耐 3 3DK 62.20 × △ ◎ ○ 〇 〇

深田 S50 10 20 低耐 2 4DK 67.00 × × ◎ ○ 〇 〇

今里 S62 1 4 低耐 2 3DK 68.90 × × ◎ ○ 〇 〇

3 3DK 75.86 ○ △ ○ ○ ○ 〇

3 3DK 73.34 ○ △ ○ ○ ○ 〇

4 3DK 75.86 ○ △ ○ ○ ○ 〇

4 3DK 73.34 ○ △ ○ ○ ○ 〇

3 2LDK 74.38 ○ △ ○ ○ ○ 〇

7 2DK 55.85 ○ △ ○ ○ ○ 〇

4 3DK 76.01 ○ △ ○ ○ ○ 〇

6 2DK 53.76 ○ △ ○ ○ ○ 〇

5 3DK 74.57 ○ △ ○ ○ ○ 〇

住宅名 棟数 戸数 構造 階数

神足Ｄ H9 1 中耐 3

神足Ｃ H4 1 中耐 4

神足Ｂ H3 1 中耐 4

神足Ａ H3 1 中耐 3

陶器町南 S58 1 低耐 2
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⑥ 長寿命化計画に基づく改善事業等の履歴 

住宅の改修・修繕事業については、長寿命化計画に基づき実施している。 

一部住宅での屋根葺き替え工事、外壁改修工事のほか、屋内手すり設置はすべての住戸で

実施している。 

 

■平成 23 年度～令和 2 年度の主な市営住宅改修・修繕事業概要 

住宅名 
実施 

年度 

改修・修繕事業 

安全性確保型 長寿命化型 福祉対応型 居住性向上型 

馬場 

H24 
  ・屋内手すり新設 

・浴槽・給湯器更新 

 

H28 
・外構改修 

・玄関扉更新 

・屋上防水更新 

・外壁改修 

・共用部改修、手すり新設 

・洗面化粧台更新 

・高架水槽撤去、受水槽更新 

・共用部照明ＬＥＤ化 

陶器町北 H24 
 ・屋根葺き替え 

・外壁改修 

・屋内手すり新設  

陶器町中 H25 
 ・屋根葺き替え 

・外壁改修 

・屋内手すり新設  

陶器町南 H26 
 ・屋根葺き替え 

・外壁改修 

・屋内手すり新設  

野添 A H29 

・外構改修 

・玄関扉更新 

・外壁改修 

 

・屋内手すり新設 

・共用部改修、手すり新設 

・浴室改修、浴槽・給湯器更新 

・トイレ改修、便器更新 

・洗面化粧台更新 

・共用部照明ＬＥＤ化 

・屋外倉庫更新 

野添 B H28 

・外構改修 

・玄関扉更新 

・屋根葺き替え 

・外壁改修 

・屋内手すり新設 

・共用部手すり新設 

・浴室改修、浴槽・給湯器更新 

・トイレ改修、便器更新 

・洗面化粧台更新 

・高架水槽撤去、受水槽更新 

・共用部照明ＬＥＤ化 

野添 C H27 

・外構改修 

・玄関扉更新 

・屋根葺き替え 

・外壁改修 

・屋内手すり新設 

・共用部手すり新設 

・浴室改修、浴槽・給湯器更新 

・トイレ改修、便器更新 

・洗面化粧台更新 

・高架水槽撤去、受水槽更新 

・共用部照明ＬＥＤ化 

野添 D H30 

・外構改修 

・玄関扉更新 

・屋根葺き替え 

・外壁改修 

・屋内手すり新設 

・共用部改修、手すり新設 

・浴室改修、浴槽・給湯器更新 

・トイレ改修、便器更新 

・洗面化粧台更新 

・高架水槽撤去、受水槽更新 

・共用部照明ＬＥＤ化 

深田 H25 

・玄関扉更新  ・屋内手すり新設 

・浴室改修、浴槽・給湯器更新 

・便器更新 

 

今里 R 元 

・外構改修 

・玄関扉更新 

・屋根葺き替え 

・外壁改修 

・屋内手すり新設 

・浴室改修、浴槽・給湯器更新 

・トイレ改修、便器更新 

・洗面化粧台更新 

・共用部照明ＬＥＤ化 

・屋外倉庫更新 
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⑦ 駐車場設置 

駐車場設置状況は、住宅全体では 45.0％設置されている。 

住宅別では、比較的新しい神足住宅は駐車場が充実しているほか、野添住宅 A 棟におい

ては 70.8％、B・C 棟 62.5％、D 棟で 44.4％の設置率、今里住宅で 50.0％、陶器町住宅で

33.3％、馬場住宅で 21.4％となっている。 

 

■駐車場設置 

 

 

 

 

  

住宅名 建設年度 管理戸数 駐車場設置台数 駐車場設置率 (%) 備　考

中開田 S28 14 0 0.0%

馬場 S49 14 3 21.4% H14.7から設置

陶器町北 S57 5

陶器町中 S58 5

陶器町南 S58 5

野添Ａ S52 24 17 70.8%

野添Ｂ S60 16

野添Ｃ S59 16

野添Ｄ S61 9 4 44.4%

深田 S50 20 0 0.0%

今里 S62 4 2 50.0%

神足Ａ H3 6

神足Ｂ H3 8

神足Ｃ H4 14

神足Ｄ H9 11 11 100.0% 軽自動車1台分含む

合計 171 77 45.0%

軽自動車1台分含む

5

20

15

33.3%

62.5%

53.6%

H19.4（14台→40台）

H30.6（40台→41台）
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⑧ 立地状況 

全ての住宅が都市計画区域内の市街化区域に位置している。 

建築基準法第 39条の災害危険区域及び土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に指定

された住宅はないが、深田住宅の一部、今里住宅の一部、神足住宅は、防災ハザードマップ

で浸水想定区域に指定されている。 

 

■立地状況一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※用途地域／1 低：第 1 種低層住居専用地域、1 中高：第 1 種中高層住居専用地域、1 住：第 1 種住居地域 

※洪水浸水想定：長岡京市防災ハザードマップ（2019 年作成） 

 

 

 

 

管理 敷地面積 用途 建ぺい

戸数  (㎡) 地域 率

中開田 S28 14 1,444.00 1住 60 200 - 都市計画道路

馬場 S49 14 661.18 1住 60 200 -

陶器町北 S57 5 356.29 1住 60 200 -

陶器町中 S58 5 409.84 1住 60 200 -

陶器町南 S58 5 485.64 1住 60 200 -

野添A S52 24 1,777.95 1中高 60 200 -

野添Ｂ S60 16 1,297.75 1中高 60 200 -

野添C S59 16 1,256.26 1中高 60 200 -

野添Ｄ S61 9 869.57 1中高 60 200 -

深田 S50 20 2,268.03 1中高 60 200 0.5m未満(一部)

0.5m未満(一部)

0.5m-3m未満(一部)

神足Ａ H3 6 340.54 1住 60 200 0.5m-3m未満

神足B・C H3・4 22 885.81 1住 60 200 0.5m-3m未満

神足Ｄ H9 11 801.48 1住 60 200 0.5m-3m未満

容積率 洪水浸水想定 備　考建設年度住宅名

60 100今里 S62 4 555.27 1低
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(２) 市営住宅入居者の状況 

① 年齢３階層別入居者数 

入居者を年齢３階層別にみると、15 歳未満が 10.4％、15～64 歳が 54.7％、65 歳以上が

34.9％となっており、高齢者が居住する割合が高くなっている。 

住宅別の高齢者が居住する割合をみると、建設時期が古く、住戸面積が小さい馬場住宅が

最も高くなっている。 

 

■年齢 3 階層別入居者数及び比率 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 2 年 10 月 1 日現在） 

 

■住宅別年齢 3 階層別入居者比率 

 

 

 

 

  

4.5%

3.1%

16.8%

15.9%

2.6%

10.4%

27.3%

50.0%

58.4%

50.0%

50.0%

61.8%

54.7%

68.2%

46.9%

24.8%

34.1%

50.0%

35.5%

34.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

馬場

陶器町

野添

深田

今里

神足

合計

入居者年齢３階層比率

15歳未満 15～64歳 65歳以上

15歳未満 15～64歳 65歳以上 合計 15歳未満 15～64歳 65歳以上 合計

馬場 1 6 15 22 4.5% 27.3% 68.2% 100.0%

陶器町 1 16 15 32 3.1% 50.0% 46.9% 100.0%

野添 21 73 31 125 16.8% 58.4% 24.8% 100.0%

深田 7 22 15 44 15.9% 50.0% 34.1% 100.0%

今里 0 4 4 8 0.0% 50.0% 50.0% 100.0%

神足 2 47 27 76 2.6% 61.8% 35.5% 100.0%

合計 32 168 107 307 10.4% 54.7% 34.9% 100.0%

住宅名
入居者年齢3階層実数（人） 構成比（%）
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② 年齢 10 歳階級別入居者数 

年齢 10 歳階級別でみると、70～79 歳の居住者の占める割合が 18.6％と最も高く、次い

で 20 歳未満が 16.9%となっている。60歳以上で全体の約 4割を占め、高齢化が進んでいる

ことがうかがえる。 

 

■年齢 10 歳階級別入居者数及び比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 2 年 10 月 1 日現在） 

 

■住宅別年齢 10 歳階級別入居者比率 

 

  

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 合計

馬場 2 2 0 2 1 1 9 5 22

陶器町 4 2 1 4 4 7 6 4 32

野添 31 7 7 24 19 13 18 6 125

深田 10 2 2 10 4 3 8 5 44

今里 0 2 1 0 1 2 1 1 8

神足 5 11 5 6 18 8 15 8 76

合計 52 26 16 46 47 34 57 29 307

馬場 9.1% 9.1% 0.0% 9.1% 4.5% 4.5% 40.9% 22.7% 100.0%

陶器町 12.5% 6.3% 3.1% 12.5% 12.5% 21.9% 18.8% 12.5% 100.0%

野添 24.8% 5.6% 5.6% 19.2% 15.2% 10.4% 14.4% 4.8% 100.0%

深田 22.7% 4.5% 4.5% 22.7% 9.1% 6.8% 18.2% 11.4% 100.0%

今里 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 100.0%

神足 6.6% 14.5% 6.6% 7.9% 23.7% 10.5% 19.7% 10.5% 100.0%

合計 16.9% 8.5% 5.2% 15.0% 15.3% 11.1% 18.6% 9.4% 100.0%

住宅名
入居者年齢10歳階級

実

数

(

人

)

構

成

比

(

%

)

9.1%

12.5%

24.8%

22.7%

6.6%

16.9%

9.1%

6.3%

5.6%

4.5%

25.0%

14.5%

8.5%

3.1%

5.6%

4.5%

12.5%

6.6%

5.2%

9.1%

12.5%

19.2%

22.7%

7.9%

15.0%

4.5%

12.5%

15.2%

9.1%

12.5%

23.7%

15.3%

4.5%

21.9%

10.4%

6.8%

25.0%

10.5%

11.1%

40.9%

18.8%

14.4%

18.2%

12.5%

19.7%

18.6%

22.7%

12.5%

4.8%

11.4%

12.5%

10.5%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

馬場

陶器町

野添

深田

今里

神足

合計

入居者年齢10歳階級比率

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上
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③ 住宅別世帯数 

世帯主の年齢別に世帯数をみると、世帯主が 60 歳以上の世帯が 58.8％を占め、高齢世帯

が増加している。 

 

■世帯主年齢 10 歳階級別入居世帯数及び比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 2 年 10 月 1 日現在） 

 

■住宅別世帯主年齢 10 歳階級別入居世帯比率 

 

 

 

 

 

 

 

  

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 合計

馬場 0 0 1 0 1 8 4 14

陶器町 0 0 1 3 6 2 3 15

野添 2 6 13 14 8 14 5 62

深田 0 1 5 1 1 7 5 20

今里 0 0 0 1 1 0 1 3

神足 0 1 1 13 5 14 5 39

合計 2 8 21 32 22 45 23 153

馬場 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 57.1% 28.6% 100.0%

陶器町 0.0% 0.0% 6.7% 20.0% 40.0% 13.3% 20.0% 100.0%

野添 3.2% 9.7% 21.0% 22.6% 12.9% 22.6% 8.1% 100.0%

深田 0.0% 5.0% 25.0% 5.0% 5.0% 35.0% 25.0% 100.0%

今里 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 100.0%

神足 0.0% 2.6% 2.6% 33.3% 12.8% 35.9% 12.8% 100.0%

合計 1.3% 5.2% 13.7% 20.9% 14.4% 29.4% 15.0% 100.0%

実

数

(

世

帯

)

住宅名
世帯主年齢10歳階級

構

成

比

(

%

)

3.2%

1.3%

9.7%

5.0%

2.6%

5.2%

7.1%

6.7%

21.0%

25.0%

2.6%

13.7%

20.0%

22.6%

5.0%

33.3%

33.3%

20.9%

7.1%

40.0%

12.9%

5.0%

33.3%

12.8%

14.4%

57.1%

13.3%

22.6%

35.0%

35.9%

29.4%

28.6%

20.0%

8.1%

25.0%

33.3%

12.8%

15.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

馬場

陶器町

野添

深田

今里

神足

合計

世帯主年齢10歳階級比率

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上
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④ 住宅別居住年数別世帯数 

居住年数は 10 年～19 年が 24.8％と最も多く、次いで 10 年未満が 24.2％となっている。

また、20 年以上の居住者が全体の 51.0％を占めている。 

 

■居住年数別入居世帯数及び比率  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 2 年 10 月 1 日現在） 

 

■住宅別居住年数別入居世帯比率 

 

 

  

21.4%

13.3%

29.0%

10.0%

33.3%

28.2%

24.2%

28.6%

40.0%

17.7%

25.0%

33.3%

28.2%

24.8%

14.3%

13.3%

4.8%

10.0%

33.3%

43.6%

17.6%

14.3%

33.3%

35.5%

5.0%

19.6%

21.4%

12.9%

50.0%

13.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

馬場

陶器町

野添

深田

今里

神足

合計

居住年数比率

10年未満 10～19年 20～29年 30～39年 40年以上

10年未満 10～19年 20～29年 30～39年 40年以上 合計

馬場 3 4 2 2 3 14

陶器町 2 6 2 5 0 15

野添 18 11 3 22 8 62

深田 2 5 2 1 10 20

今里 1 1 1 0 0 3

神足 11 11 17 0 0 39

合計 37 38 27 30 21 153

馬場 21.4% 28.6% 14.3% 14.3% 21.4% 100.0%

陶器町 13.3% 40.0% 13.3% 33.3% 0.0% 100.0%

野添 29.0% 17.7% 4.8% 35.5% 12.9% 100.0%

深田 10.0% 25.0% 10.0% 5.0% 50.0% 100.0%

今里 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0%

神足 28.2% 28.2% 43.6% 0.0% 0.0% 100.0%

合計 24.2% 24.8% 17.6% 19.6% 13.7% 100.0%

住宅名
居住年数

実

数

(

世

帯

)

構

成

比

(

%

)
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⑤ 世帯の型・世帯主年齢別世帯数 

世帯の型は、単身世帯が 65 世帯と最も多くなっている。次いで母子・父子（子 18 歳以上

のみ）が 26世帯、夫婦のみが 23世帯となっている。単身世帯のうち、70.8％は高齢単身世

帯である。 

 

■世帯の型・世帯主年齢別世帯数及び比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 2 年 10 月 1 日現在） 

■住宅別世帯の型・世帯主年齢別世帯数比率 

 

  

15.4%

1.3%

3.1%

23.1%

27.3%

5.2%

6.2%

8.7%

46.2%

63.6%

7.7%

13.7%

15.4%

13.0%

15.4%

50.0%

9.1%

42.3%

20.9%

13.8%

21.7%

20.0%

19.2%

33.3%

14.4%

41.5%

43.5%

30.0%

15.4%

50.0%

29.4%

20.0%

13.0%

15.4%

66.7%

50.0%

15.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身

夫婦のみ

夫婦と子（子18歳未満を含む）

夫婦と子（子18歳以上のみ）

母子・父子（子18歳未満を含む）

母子・父子（子18歳以上のみ）

三世代同居

その他

合計

世帯型・世帯主年齢10歳階級比率

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～70歳 80歳以上

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～70歳 80歳以上 合計

単身 0 2 4 10 9 27 13 65 46

夫婦のみ 0 0 2 3 5 10 3 23 15

夫婦と子
(子18歳未満を含む)

夫婦と子
（子18歳以上のみ）

母子・父子
(子18歳未満を含む)

母子・父子
（子18歳以上のみ）

三世代同居 0 0 0 0 1 0 2 3 3

その他 0 0 0 0 0 1 1 2 2

合計 2 8 21 32 22 45 23 153 82

単身 0.0% 3.1% 6.2% 15.4% 13.8% 41.5% 20.0% 100.0% 70.8%

夫婦のみ 0.0% 0.0% 8.7% 13.0% 21.7% 43.5% 13.0% 100.0% 65.2%

夫婦と子
(子18歳未満を含む)

夫婦と子
（子18歳以上のみ）

母子・父子
(子18歳未満を含む)

母子・父子
（子18歳以上のみ）

三世代同居 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 100.0% 100.0%

その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0%

合計 1.3% 5.2% 13.7% 20.9% 14.4% 29.4% 15.0% 100.0% 53.6%

65歳以上

の有無

13 0

0

0

0

3

2 0 0 0

11

4

0

構

成

比

(

%

)

2 3 6

0 0

0

7

2

0

0

10

世帯型
世帯主年齢10歳階級

実

数

(

世

帯

)

5

1

11

2

0

5 4

0

3

12

15.4% 23.1% 46.2% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

4 26

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

27.3%

0.0% 7.7%

63.6%

0.0% 50.0%

9.1%

42.3%

0.0%

0.0%

15.4%

20.0%

0.0%

19.2% 15.4%

0.0%

30.0% 40.0%

0.0%

46.2%

100.0%

100.0%

100.0%
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⑥ 世帯人員別世帯数 

世帯人員は、1 人の単身世帯が 65 世帯、42.5％と最も多く、次いで 2 人世帯が 50 世帯、

32.7％となっている。平均世帯人員は 2.01人となっている。 

 

■世帯人員別世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 2 年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

世帯人員 世帯数 構成比

1人 65 42.5%

2人 50 32.7%

3人 19 12.4%

4人 11 7.2%

5人 7 4.6%

6人 1 0.7%

合計 153 100.0%

平均世帯人員 2.01

42.5% 32.7% 12.4%

7.2%

4.6%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

世帯人員別

世帯比率

1人 2人 3人 4人 5人 6人
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⑦ 入居者応募の状況 

平成 23年度から令和 2年度（10 月 1 日現在）までの応募状況は、全体で 37戸の募集に

対し 188 世帯の応募があり、平均倍率は 5.1 倍となっている。 

年度別にみると、平成 24 年度までは 10 倍以上であったが、平成 26 年度以降は 0～6 倍

と近年低下している傾向にある。 

住宅別にみると、駅が近い馬場住宅や最も新しい神足住宅が高い応募倍率となっており、

深田住宅、野添住宅は低い倍率となっている。なお、中開田住宅は政策空き家と位置付け、

募集を停止している。 

 

■住宅別募集・応募の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25 年度は募集なし。令和 2 年度は 10 月 1 日現在。  

管理

戸数 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率

中開田 14

馬場 14 1 30 30

陶器町 15

野添A 24 1 0 0 2 0 0 2 0 0

野添Ｂ 16

野添C 16 1 0 0 1 0 0

野添Ｄ 9

野添（小計） 65 3 8 3 2 0 0 2 0 0 3 0 0

深田 20 1 0 0 1 1 1

今里 4 1 12 12

神足Ａ 6 1 22 22

神足B 8 1 8 8

神足C 14 1 11 11

神足Ｄ 11 2 28 14

神足（小計） 39 2 33 17 1 8 8 ー ー ー 2 28 14

合計 171 6 71 12 2 20 10 ー ー ー 3 0 0 5 29 6 3 0 0

H26

3 8 3

H25H24
住宅名

H23 H27 H28

管理

戸数 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 平均倍率

中開田 14 募集停止

馬場 14 1 9 9 1 6 6 3 45 15.0

陶器町 15 ー ー ー 

野添A 24 2 0 0 3 2 1 2 4 2

野添Ｂ 16 1 3 3 1 1 1

野添C 16 1 1 1 1 1 1 2 8 4

野添Ｄ 9

野添（小計） 65 3 1 0 5 6 1 4 12 3 1 1 1 23 28 1.2

深田 20 2 1 0.5

今里 4 1 12 12.0

神足Ａ 6 1 22 22.0

神足B 8 1 8 8.0

神足C 14 1 14 14 1 8 8 3 33 11.0

神足Ｄ 11 1 11 11 3 39 13.0

神足（小計） 39 1 11 11 1 14 14 1 8 8 8 102 12.8

合計 171 5 21 4 6 20 3 4 12 3 3 15 5 37 188 5.1

H23～R2R2H31
住宅名

H29 H30
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⑧ 空き家の状況 

空き家戸数は、令和 2 年（10月 1日現在）で 18戸（政策空き家含む）、空き家率 10.5％

となっている。 

住宅別にみると、政策空き家と位置付けている中開田住宅を除き、今里住宅が 25.0％（1

戸）と最も空き家率が高く、次いで野添住宅 A 棟が 8.3％（2 戸）、野添住宅 C 棟が 6.3％（1

戸）となっており、その他の住宅は空き家がない状況である。 

 

■住宅別空き家数（令和 2 年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空き家数

うち政策空き家

中開田 14 14 14 100.0%

馬場 14 0 0 0.0%

陶器町 15 0 0 0.0%

野添A 24 2 0 8.3%

野添Ｂ 16 0 0 0.0%

野添C 16 1 0 6.3%

野添Ｄ 9 0 0 0.0%

深田 20 0 0 0.0%

今里 4 1 0 25.0%

神足Ａ 6 0 0 0.0%

神足B 8 0 0 0.0%

神足C 14 0 0 0.0%

神足Ｄ 11 0 0 0.0%

合計 171 18 14 10.5%

住宅名 空き家率管理戸数
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第３章 市営住宅等の整備方針 

１．市営住宅の役割 

(１) 上位計画等の概要 

① 最近の国の動き 

a) 住生活基本法の制定 

平成 18 年 6 月に、昭和 41 年に制定された住宅建設計画法に替わる新たな制度として

制定される。 

この法律は、少子・高齢化の進展による人口減少社会を見据え、住宅政策の目標を住宅

の量の確保から、住宅の質の向上へと大きく方向転換するものである。 

基本理念に、「居住の安定の確保」を掲げ、「住宅が国民の健康で文化的な生活にとって、

不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、高齢者等の居住の安定の確保が図られ

ること」を旨とする。 

b) 住生活基本計画（全国計画）の策定 

    上記の住生活基本法に基づき、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、住生活基本計画（全国計画）が策定され、またこの計画

に即して都道府県毎に住生活基本計画が策定されている。 

全国計画の中では、「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」を目標の

一つとし、その基本的な施策として、（１）空き家活用の促進とともに、民間賃貸住宅を

活用した新たな仕組みの構築も含めた住宅セーフティネット機能を強化、（２）民間賃貸

住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会の設置等を支援、（３）公営住宅、UR 等

の公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえつつ、 

PPP/PFI も含め、民間事業者の様々なノウハウや技術を活用、（４）公的賃貸住宅団地の

建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点の形成による居住環境の再

生、が挙げられている。 

現在、おおむね 5年毎とされている定期見直しが行われているところである。 

c) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の制定 

平成 19年 7 月に、住生活基本法の基本理念により、住宅確保要配慮者に対する賃貸住

宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、住宅確保要配慮者

に対する賃貸住宅の供給の促進を図ることとされる。 

また、この法では公的賃貸住宅の適切な供給の促進と並び、民間賃貸住宅への円滑な入

居の促進についても、基本方針に位置付けられる。 

d) 耐震改修促進法の一部改正 

平成 18年 1 月に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の一部改正が行われる。こ

の改正により、耐震化を計画的に促進するため、国による基本方針の策定や市町村による

耐震改修促進計画の策定が位置付けられる。 

また、平成 23 年の東日本大震災を受けて平成 25年 11 月に行われた改正では、一定規

模・用途の建築物に耐震診断を義務付けるなど、耐震化促進の取組が強化される。  
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② 京都府住生活基本計画（平成 28 年度～令和 7 年度）から抜粋 

京都府住生活基本計画においては、「府民安心の再構築」を重点目標として、「社会全体で

の子育て支援に向けた住環境の整備」、「高齢者等が安心して住み続けられる住環境の整備」、

「住宅市場全体の中での住宅セーフティネットの構築」の 3つの目標が掲げられており、以

下の基本的な施策が位置づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇公的賃貸住宅への入居の支援 

〇公営住宅における先導的な取組の推進 

〇民間住宅等における子育て世帯や多子世帯、多世代同居・近居世帯への支援 

〇子育て世帯に対する適切な住情報の提供 

〇住宅のバリアフリー化等の推進 

〇サービス付き高齢者向け住宅等の多様な住まいの供給促進と高齢者共生型まちづくり

の推進 

〇公営住宅における取組 

〇高齢者等に対する適切な住情報の提供 

〇地域における公的賃貸住宅全体のストック数や地域特性、需給バランスを踏まえた適

正な公営住宅等の供給 

〇公営住宅の管理の適正化 

〇居住支援協議会等による民間賃貸住宅を活用した取組 
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■重点目標と 

基本的な施策 
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③ 長岡京市第４次総合計画より抜粋 

計画の構成と役割 

第４次総合計画は、長岡京

市総合計画条例・同施行規則

及び長岡京市議会基本条例の

規定にもとづき、「基本構想」

「基本計画」「実施計画」で構

成します。 

 

 

基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱

環境共生

都市環境

水資源

魅力発信

都市経営

道路・交通

産業

防災・安全

脱炭素

資源循環

学校施設の整備

子どもの居場所・交流の充実

青少年の健全育成

健康づくりの促進

医療体制の確保

子育て環境の充実

産前産後・乳幼児期の安心の確保

子育てにかかる経済的負担の軽減

就学前教育・保育の充実

学びの充実

セーフティ・ネットの堅持

年金・保険制度の適正運用

自治活動の促進

市民活動の活発化と協働の促進

人権・平和を尊ぶまちづくり

元気に齢を重ねられるための環境の充実

介護等への支援の充実

障がいのある人等への支援の充実

地域福祉の向上

生活の安定の確保

組織基盤の確立

生活環境の保全

水資源の保全

水の安定供給

下水の適正処理

シティプロモーションの推進

ごみの減量と適正処理

西山の整備

地域環境力の向上

良好な景観の保全

都市緑化と水辺環境整備

●

●

●

●

●

　 分　　野

パートナーシップ
市民の利便性向上
健全な行財政運営

営農支援

都市の防災機能の向上

災害時に活きるネットワークづくり

安全・安心な地域づくり

持続可能なまちづくり

調和のとれた都市形成

都市機能の再創造

交通ネットワークの充実

道路空間の整備

商工業・観光の振興

多様性を認め合う共生社会の実現

生涯学習環境の充実

文化・芸術の振興

スポーツの振興

中心市街地整備の推進

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

け
い
え
い

　 施　　策　
　
第
２
期
基
本
計
画
施
策
体
系

市街地

生涯学習・文化・スポーツ

人権

地域活動・市民活動

社会保障

地域福祉・生活の安定

高齢福祉・障がい福祉

保健・医療

地域子育て支援

学校教育

就学前教育・保育

産み育てる環境こ
ど
も

く
ら
し

か
が
や
き

ま
ち

み
ど
り

●
●
●
●
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 施策【生活の安定の確保】 

5 年後の目標： 

生活上の不安を抱える市民に対して、充実した相談支援があり、市民の安心と生活の安

定につながっている。 

 施策の内容  

■生活に関わる様々な相談に応じ、庁内関係部署や関係機関と連携し、適切な制度の適用

につなげます。 

■就労や住宅確保の支援などを通じた、生活の自立や安定に向けた支援を行います。 

 実施計画事業  

◎老朽化しつつある市営住宅の計画的な修繕を進めるとともに、今後の公営住宅のあり方

についても見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業名称 住宅困窮世帯の居住の安定確保事業 

長岡京市営住宅等長寿命化計画に基づき、ストック

の活用を目的とした、市営住宅の適切な維持管理

や、耐久性の向上及び高齢者に対応した住宅改修を

実施します。また民間賃貸住宅入居者への家賃補助

制度の継続、その他の施策について検討します。 

市営住宅需要量推計に対する供給戸

数の割合 指 

標 

現状値   86%    目標値    99% 

※供給戸数には家賃補助を含む 
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(２) 市営住宅の基本的なあり方 

公営住宅の役割は、本来、住宅に困窮する低所得者向けの住宅を供給する性格が強く、戸数

の確保が最大の目標であったが、戸数的に一定確保されてくる中で、住宅の質の向上へとシフ

トしてきた。さらには、平成 24年の公営住宅法改正による全国一律の同居親族要件の廃止な

どにより、福祉的な役割が一層高まっている。 

 

① 住宅のセーフティネット機能 

公営住宅は、自力で最低居住面積水準を確保できない低所得者や、入居制限を受ける可能

性がある高齢者や障がい者、そして近年では離職等に伴う住宅困窮度の高い市民など、民間

住宅市場だけでは賄えない部分をカバーする、住宅セーフティネットとしての役割を有して

いる。このため、福祉との連携をさらに密にすることが求められている。 

 

② 社会的資産たる住宅ストックの水準向上 

公営住宅は、それを必要とする層への的確な住宅の供給と併せて、社会的資産である住宅

ストック水準の維持向上に寄与する質の高い住宅を供給するという役割を有している。 

なお、住宅セーフティネットの役割の面から、市営住宅の整備にあたっては、規模、設備

の水準において、民間賃貸住宅の水準とのバランスに留意する必要がある。 

 

③ 地域のまちづくりへの寄与と連携 

現在の市営住宅はまちなみや周辺のコミュニティと調和し、周辺住宅地にとけ込んでおり、

市営住宅のストックの方向は地域の活性化や居住環境の改善に大きな影響力を有している。 

市営住宅のストック活用については、団地内の施設等の地域への開放、団地コミュニティ

と地域コミュニティの相互交流など、ハード・ソフト両面にわたる幅広い視点から活用の検

討を図る必要がある。 
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２．公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計 

(１) 将来の著しい困窮年収未満の世帯数の推計 

公営住宅等長寿命化計画策定指針（国土交通省平成 28年 8月改定）で示された「ストック

推計プログラム」を用いて、将来の時点における借家に居住する世帯における「著しい困窮年

収未満の世帯数」を推計した。 

その結果、中長期的に減少傾向となっており、2045（令和 27）年度には 1,354 世帯（2020

年度との比率 82.3％）に減少する見通しとなっている。 

 

 2020(R2) 

年度央 

2025(R7)

年度央 

2030(R12)

年度央 

2035(R17)

年度央 

2040(R22)

年度央 

2045(R27)

年度央 

世帯総数 32,831 32,961 32,568 31,792 30,732 30,048 

著しい困窮年収未満の

世帯数 
1,645 1,619 1,575 1,537 1,434 1,354 

 

 

  1,645 1,619 1,575 1,537
1,434

1,354
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(２) 住宅ストックの概況の把握 

平成 30年住宅・土地統計調査結果では、本市の公営の借家は 170 戸（居住世帯のある住宅

に対するストック比率は 0.5％）、民営借家は 7,430 戸（23.2％）となっている。また、UR・

公社の借家は整備されていない。 

居住世帯のない住宅をみると、賃貸用の住宅が 1,390 戸あり、このストックを活用すること

が考えられる。 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

※1：（ ）内の%は「居住世帯のある住宅」に対する比率 
※2：住宅の所有の関係「不詳」を含む。 
※3：「一時現在者のみの住宅」とは、昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、

そこに普段居住しているものが一人もいない住宅 
※4：「二次的住宅」とは、別荘及び残業で遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人が

いる住宅 
※5：四捨五入の関係で、一部合計が 100%にならない場合がある 
※6：住宅・土地統計調査上の四捨五入した数値であり、実数と異なる場合がある 

出典：平成 30 年住宅・土地統計調査  

民間借家 

7,430 戸 

（23.2％） 

住宅総数 
35,640 戸 

居住世帯の

ある住宅 
32,040 戸 

（100％） 

※1 

専用住宅 
31,620 戸 

（98.7％） 

※2 

持ち家 

23,040 戸 

（71.9％） 

公営の借家 

  170 戸 ※6 

（0.5％） 

都市再生機構（UR） 

・公社の借家 

0 戸 

（0.0％） 

給与借家 

390 戸 

（1.2％） 

店舗その他の併用住宅 

420 戸 

（1.3％） 

  
居住世帯の

ない住宅 

3,600 戸 
  

二次的住宅 ※4 170 戸 
賃貸用の住宅 1,390 戸 
売却用の住宅 310 戸 
その他の住宅 1,510 戸 

空き家 
3,380 戸 

一時現在者のみの住宅

※3 
160 戸 

  

建築中 
60 戸 
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(３) 「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

平成 30年住宅・土地統計調査結果から、民間賃貸住宅を対象に、次のような考え方に基づ

き、著しい困窮年収未満世帯に対応可能な戸数（＝低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間

賃貸住宅数）を算出する。 

〈考え方の設定〉 

⚫ 長岡京市の住宅扶助費一般基準上限額を考慮し、１人世帯は 4 万円未満、２～5 人世帯

は 5万円未満、6人以上世帯は 6万円未満を「低廉な家賃」と考える。 

⚫ 上記の家賃帯に含まれる民間賃貸住宅ストックのうち、最低居住面積水準以上、かつ、

耐震性が確保されていると考えられる昭和 56（1981）年以降に建設されたストックを

「一定の質」と考える。 

■長岡京市における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の設定 

※1 「生活保護法による保護の基準」（昭和 38 年厚労省告示 158 号）別表第 3 の 2 の規定に基づき、京都

府における厚生労働大臣が定める額（長岡京市は「1 級地-2」に該当） 

※2 単身者：25 ㎡、2 人以上の世帯：10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡ 

 

■長岡京市における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

 

  
総数 

1 万円

未満 

1～2 万

円未満 

2～3 万

円未満 

3～4 万

円未満 

4～5 万

円未満 

5～6 万

円未満 

6～7 万

円未満 

7～8 万

円未満 

8 万円

以上 

29 ㎡ 

以下 
2,380 

50 40 230 490 770 490 160 120 20 

2.1% 1.7% 9.7% 20.6% 32.4% 20.6% 6.7% 5.0% 0.8% 

30～49

㎡ 
1,770 

10 30 0 80 180 270 520 480 190 

1% 2% 0% 5% 10% 15% 29% 27% 11% 

50～69

㎡ 
2,220 

60 0 40 0 80 80 330 650 990 

2.7% 0.0% 1.8% 0.0% 3.6% 3.6% 14.9% 29.3% 44.6% 

70～99

㎡ 
830 

20 0 0 0 20 30 130 130 440 

2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 3.6% 15.7% 15.7% 53.0% 

100 ㎡

以上 
240 

50 10 0 0 10 10 10 30 90 

20.8% 4.2% 0.0% 0.0% 4.2% 4.2% 4.2% 12.5% 37.5% 

民営借家(専

用住宅)総数 

7,430 190 70 270 570 1,070 890 1,140 1,430 1,740 

100.0% 2.6% 0.9% 3.6% 7.7% 14.4% 12.0% 15.3% 19.2% 23.4% 

※総数は、住宅の 1 ヶ月当たり家賃「不詳」を含むため、下段比率は一部合計が 100%にならない場合がある 

出典：平成 30 年住宅・土地統計調査 

 

  

 １人 2 人 ３～５人 ６人 7 人以上 

低廉な家賃 

（住宅扶助費一般基準上限額 ※1） 
40,000 円 48,000 円 52,000 円 56,000 円 62,000 円 

一定の質（面積） 

（最低居住面積水準 ※2） 
25 ㎡ 30 ㎡ 

40 ㎡ 

(3 人世帯) 
70 ㎡ 

80 ㎡ 

(7 人世帯) 

一定の質（耐震性） 

（民営借家における S56 以降の比率） 

民営借家の昭和 56 年以降建築のストック比率（建築時期不詳を

除く）「80.5％（5,950／7,390 戸）」を耐震化率として設定 

630 戸 
80.5％ 

民間借家における

耐震化率 

507 戸 

低廉な家賃かつ一定の質が確保され

た民間賃貸住宅数 

× ≒ 
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(４) 著しい困窮年収未満世帯への対応と目標管理戸数の設定 

当初においては、需要が供給戸数を若干上回るが、計画期間の 10 年を経過する 2030（令和

12）年度までの期間においては、供給戸数が需要を上回ることとなり、その後も中長期にわた

って需要が減少する傾向が続くため、供給戸数が余剰となっていく見込みである。 

 

■著しい困窮年収未満世帯への対応総括表 

  現状値※1 推計値 

備 考 
時期（単位:年度） 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 

R2 R7 R12 R17 R22 R27 

①総世帯数 （単位:世帯） 32,831 32,961 32,568 31,792 30,732 30,048 

ストック推計プログラム
（国交省）により算出 ②著しい困窮年収未満の

世帯数（需要）（単位:世帯） 
1,645 1,619 1,575 1,537 1,434 1,354 

③対応ス

トック量

（供給） 

(単位:戸) 

公営 

住宅 
府営 396 396 396 396 396 396 

乙訓地域にある府営住宅×
世帯数比率 ※2 

低家賃 

かつ一

定の質

が確保

された

民間賃

貸住宅 

民間 

賃貸 

住宅 

507 507  502  490  474  464  

総世帯数の減少（2045 年
度に約 9 割へ減）と連動し
て、2020 年度から 2045
年度に 507 戸⇒464 戸に
なると想定し、各年度の推
計値を設定。 

賃貸用

の 

空き家 

94 94 93 91 87 86 

低家賃かつ一定の質が確保
されたストックが民間賃貸
住宅と同程度存在するもの
と仮定。総世帯数の減少に
連動して、2020 年度から
2045 年度に 94 戸⇒86 戸
になると想定し、各年度の
推計値を設定。 

小計 601 601 595 581 561 550  

福祉施設等 449 449 449 449 449 449 

福祉施設、高齢者向け住
宅、障がい者向け住宅のう
ち、設定家賃で入居可能な
ものを計上。現状値で設
定。 

合計 1,446  1,446  1,440  1,426 1,406  1,395   

④市営住宅需要量推計 

②―③ 
199 173 135 111 28 -41  

 

⑤市営住宅管理戸数(供給) 

（R2 年度時点） 
171 171 171 171 171 171  

不足戸数 

④―⑤ 
28 2 -36 -60 -143 -212  

※1 民間賃貸住宅については、平成 30 年住宅・土地統計調査の結果を現状値として想定している。 

※2 世帯数比率は、京都府推計人口（R2.10.1 現在）による（長岡京市：33,720 世帯（52.9％）、向日市：

23,356 世帯（36.7％）、大山崎町 6,617 世帯（10.4％））。府営住宅 749 戸×52.9％≒396 戸 
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以上より、現在管理している市営住宅のうち、耐用年数を超過した中開田住宅を用途廃止と

した場合でも、本計画期間の 10年以内に市営住宅の需要が減少し供給戸数が余剰へと移って

いく推計を踏まえると、計画終期において供給戸数は不足しないと想定される。 

 

■現在と計画期間内における住宅種類別の供給戸数の想定 

 2020（R2）年度 2025（R7）年度 2030（R12）年度 

著しい困窮年収未満の世帯数（需要） 1,645 1,619 1,575 

供給戸数 1,617 1,603 1,597 

 

公営住宅（市営） 171 157 (※1) 157 (※1) 

公営住宅（府営） 396 396 396 

民間賃貸住宅（賃貸用空き家含む） 601 601 595 

福祉施設等 449 449 449 

不足戸数 （需要―供給） 28 16 -22 

※1 中開田住宅を用途廃止とした場合の管理戸数 

 

 

(５) 市営住宅の供給に関する方針 

今後の市営住宅等の供給については、本市の財政状況や将来の人口減少等を踏まえるととも

に、乙訓地域を含む近隣の公営住宅等の整備状況を勘案しつつ、当面の供給戸数不足への対応

として市営住宅入居水準世帯を対象とした民間賃貸住宅入居者への家賃補助制度や、住宅確保

要配慮者を対象とした新たな住宅セーフティネット制度による民間賃貸住宅の活用、福祉施設

等への入居等の福祉的施策、収入超過者や高額所得者世帯への明け渡し促進などの対応による

供給を行い、先に算出したストック推計に基づく戸数の確保を図ることとする。 

 

 

３．市営住宅等のストック活用方針 

(１) 市営住宅の課題 

① ストックの観点から 

⚫ 住宅性能水準において、手すりは全ての住宅で設置済みで、神足住宅以外は玄関・ト

イレ・浴室に設置されている。しかし、住戸内の段差解消は全体の約 13％であり、1

階住戸や身障者向け住戸での対応が望まれる。 

⚫ 共用部分の水準については、道路から住棟入り口まで、また、１階住戸玄関までの間

に段差が見られる住宅があり、共用部のバリアフリー化が求められている。また、エ

レベーターが設置されている住宅はなく、可能なところから車いす対応可能の住戸の

比率を高めることが課題となっている。 

② 入居者の状況から 

⚫ 居住者の世帯主年齢では 60 歳以上の世帯が約 6 割を占め、高齢世帯は増加傾向にあ

る。今後さらに高齢化が進むことが予想され、市営住宅の住戸内外のバリアフリー化

など、高齢者や障がい者の居住への配慮が求められる。 
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⚫ 居住者の世帯の型では単身世帯が 65世帯と最も多く、その内、高齢単身世帯が 46世

帯と約 7 割を占めている。また、住宅によって高齢化率に差が見られ、建設時期の古

く住戸面積が小さい住宅は高齢化率が高く、住宅に偏りが見られ、高齢者が安心して

暮らせるために、福祉など生活関連サービスの充実や健全なコミュニティ形成への配

慮が課題となっている。 

 

(２) 基本方針 

① 市営住宅ストックの適正な維持・活用 

⚫ 耐用年数を経過した住宅については早期に解消する。 

⚫ 公共施設全体の総合管理方針で定めている適正管理の推進や長寿命化の推進といった

基本方針をもとに、市営住宅の適正な維持・活用を図る。 

② 多様な手法による住宅セーフティネットの強化 

⚫ 世帯規模が縮小し、小規模の世帯が増加傾向にあることを踏まえ、従前の入居世帯や

応募世帯の規模を勘案しつつ、一般ファミリー世帯向けのほか小家族向け、高齢の単

身者向けなどニーズに対応した住宅の供給を検討する。 

⚫ また、福祉部局や財政当局とも十分に協議の上、市営住宅入居水準世帯を対象とした

民間賃貸住宅入居者への家賃補助や、住宅確保要配慮者を対象とした新たな住宅セー

フティネット制度による民間賃貸住宅の活用など、多様な手法による住宅セーフティ

ネットの強化を図る。 

③ 高齢者・障がい者・子育て世帯等の居住への対応 

⚫ 高齢者、障がい者や子育て世帯等の居住に対応するため、住戸内のバリアフリー化等、

入居者の生活状況に応じた改善を進め、居住環境の向上を図る。 

⚫ 中層住宅でのエレベーター設置は敷地条件等から厳しく、既存住宅において、共用部

のバリアフリー化の推進と住戸玄関口の車いす対応への改善により、車いす対応住戸

を整備する。 

⚫ 障がい者向け住宅については、専用の住戸設備が必要であり、需要に応じて整備を検

討する。 

④ 適切な管理の実施 

⚫ 高齢者、障がい者や子育て世帯等の、バリアフリー化等の環境が整備された住戸への

住み替えの検討や、空き家募集の際に高齢者、障がい者や子育て世帯等の優先枠の設

定を検討する。 

⚫ 収入超過者、高額所得者に対し、適切な指導により、特定優良賃貸住宅や民間賃貸住

宅等へ転居を推奨する。 

⑤ 環境・エネルギー問題への対応 

⚫ 持続可能な循環型社会の実現へ向け、環境負荷の低減を図るため、住宅における省エ

ネルギー化や再生可能エネルギーの利用等を検討する。 

⚫ 外壁や屋根の断熱性向上や、LED照明、節水型便器、高効率給湯器の導入などにより、

住宅の環境性能向上を図る。 
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第４章 長寿命化に関する基本方針 

１．ストックの状況把握・修繕の実施・データ管理に関する方針 

現在、市営住宅 7 団地、25 棟、171 戸を管理している。これらの住宅に対し、各住宅の自

治会役員等の協力を得ながら、市が職員による日常的な見回り等により不具合の予見に努め、

定期点検を実施している。各住棟の建設時以降の修繕等の履歴を整理し、把握しているが、以

下のような管理データ等の再整備を進め、今後も日常的な見回り・点検により、適正な維持管

理を行う。 

⚫ 管理する市営住宅の整備、管理データを団地、住棟で整理する。 

⚫ 市営住宅の定期点検を実施して、予防保全的な維持管理を実施する。 

⚫ 市営住宅の住棟単位の修繕履歴データを整備し、随時、履歴の更新、確認できる仕組み

を整理する。 

 

２．長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

市営住宅等ストックの長寿命化を図るためには、建物の老朽化や劣化による事故、居住性の

低下等を未然に防ぐ、予防保全的な維持管理が重要である。日常的な保守点検や計画修繕、改

善事業の充実によりストックの長寿命化を図ることで、従来型の短いサイクルでの更新に比

べ、ライフサイクルコストの縮減につなげる。 

⚫ 対症療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を実

施することによって、市営住宅等の長寿命化を図る。 

⚫ 仕様のグレードアップ等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実施による修繕

周期の延長などによってライフサイクルコストの縮減を図る。 

⚫ 修繕標準周期に先だって定期点検を行い、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防

ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施につなげる。 
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第５章 計画の対象と事業手法の選定 

１．計画の対象 

 本計画の対象住宅は、次の表の市営住宅とする。 

住宅名 所在地 建設年度 構造 棟数 戸数 

中開田住宅 長岡 1 丁目 昭和 28 年 特殊耐火 2 14 

馬場住宅 馬場 1 丁目 昭和 49 年 中層耐火 1 14 

陶器町住宅 長岡 3 丁目 昭和 57～58 年 低層耐火 3 15 

野添住宅 野添 2 丁目 昭和 52～61 年 中層耐火 4 65 

深田住宅 野添 2 丁目 昭和 50 年 低層耐火 10 20 

今里住宅 今里川原 昭和 62 年 低層耐火 1 4 

神足住宅 東神足 2 丁目 平成 3～9 年 中層耐火 4 39 

計    25 171 
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２．事業手法の選定 

(１) 選定フロー 

公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年 8 月改定）にある次の選定フローに基づき、

団地、住棟の事業手法を選定する。 
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(２) １次判定 

① 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針（選定フロー ②-1） 

社会的特性に係る現在の評価に基づき、住宅の将来的な管理方針を判定する。 

現在の団地の a）需要、b）効率性、c）立地 を評価し、原則として全ての評価項目が活

用に適する場合は将来にわたり「継続管理をする団地」、いずれかの評価項目が活用に適さ

ない場合は「継続管理について判断を保留する団地」と仮設定する。 

 

a）需要 

団地の空き家について、空き家率と応募の実績を評価する。 

■需要を判定する項目と基準 

空き家率 

令和２年 10 月 1 日現在の

空き家率（政策空き家含

む）で判定 

空き家率が 10%未満 ○ 

空き家率が 10%以上 × 

応募倍率 

直近 10 年間（平成 23 年

度から令和 2 年 10 月 1 日

現在まで）の平均応募倍率

で判定 

平均応募倍率が 1.0 以上 ○ 

平均応募倍率が 1.0 未満 × 

募集実績がない団地は、判定の「対象外」 ― 

b）効率性 

敷地の高度利用の可能性について、団地の敷地条件等を評価する。 

■効率性を判定する項目と基準 

敷地面積 
各住宅が立地する敷地

の規模について判定 

敷地面積が 1,000 ㎡以上、または各住宅毎の敷地

面積が 1,000 ㎡未満の場合でも、あわせて一括利

用が見込める場合 

○ 

敷地面積が 1,000 ㎡未満 × 

用途地域 
各住宅が立地する用途

地域について判定 

住居系用途地域で容積率が 200%以上 ○ 

住居系用途地域以外、または容積率が 200%未満 × 

c）立地 

立地の優位性について、交通・生活の利便性、自然災害に対する安全性を評価する。 

■立地を判定する項目と基準 

利便性 

公共交通機関の距離か

ら、交通・生活利便性

について判定 

鉄道駅から 800m 圏内（徒歩圏）、もしくはバス

停から 300m 圏内 
○ 

上記以外の場合 × 

災害の 

危険性 

土砂災害防止法等の法

令に基づき危険と認め

られる区域の内外によ

り判定 

敷地の一部もしくは全体が、土砂災害特別警戒区

域または土砂災害警戒区域、もしくは浸水想定区

域外 

○ 

敷地の一部もしくは全体が、土砂災害特別警戒区

域または土砂災害警戒区域、もしくは浸水想定区

域内 

× 

 

上記の判定項目すべてが「○」の場合 継続管理する団地 

上記の判定項目 1 つでも「×」がある場合 継続管理について判断を留保する団地 
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② 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性（選定フロー ②-2） 

住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の可能性や必要性を判定する。 

評価については、まず、a）躯体の安全性、b）避難の安全性 の評価を行い、優先的な対

応の必要性について判定する。躯体・避難の安全性が確保されていない場合は、「優先的な

対応が必要」と判定し、改善の可能性を判定する。 

   一方、躯体・避難の安全性が確保されている場合は、c）居住性 の評価を行い、改善の

必要性の有無を判定する。 

 

【躯体・避難の安全性に係る改善の必要性】 

a) 躯体の安全性 

躯体の耐震性により評価する。 

■躯体の安全性を判定する項目と基準 

耐震性 
躯体の耐震性の有

無について判定 

・新耐震基準（昭和 56 年 6 月施行）に基づき設計・

施工された住棟 

・新耐震基準に基づかない住棟で、耐震診断により

耐震性が確認されたもの、もしくは耐震改修工事

実施済みのもの 

○ 

新耐震基準に基づかない住棟で、耐震診断で耐震性

に問題があると判断したもの、もしくは耐震診断未

実施のもの 

× 

b) 避難の安全性 

二方向避難及び構造の状況により評価する。なお、2 階以下の住棟については判定の対象

から除外する。 

■避難の安全性を判定する項目と基準 

二方向 

避難 

安全に避難できる経

路の確保状況により

判定 

通常使用する住戸玄関のほかに、バルコニー経由や

固定式避難器具を使用して避難できる場合 
○ 

上記以外の場合 × 

 

上記の判定項目すべてが

「○」の場合 

改善不要 

⇒「居住性に係る改善の必要性」判定へ 

上記の判定項目 1 つでも

「×」がある場合 

改善が必要 

⇒「躯体・避難の安全性に係る改善の可能性」判定へ 

 

【躯体・避難の安全性に係る改善の可能性】 

上記 a）、b）において「×（優先的な対応が必要）」と判定したものについて、改善が可能

か不可能かを判定する。 

令和 2 年度末現在において、耐用年数を経過しているものは改善不可能とする。 
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【居住性に係る改善の必要性】 

c) 居住性 

「住生活基本計画（全国計画）」の整備水準などを踏まえ、住戸内外の居住性能を評価す

る。 

■居住性を判定する項目と基準 

 

上記の判定項目すべてが「○」の場合 改善不要 

上記の判定項目 1 つでも「×」がある場合 改善が必要 

 

 

 

  

住戸面積 

居住面積水準にかか

る居住面積について

判定 

3 人世帯の最低居住面積水準である 40 ㎡以上 ○ 

40 ㎡未満 × 

高齢者 

対応 

手すりの有無により

判定 

手すりが玄関、トイレ、浴室の全てに設置 ○ 

上記以外 × 

住戸内の 

設備状況 

浴槽の有無、トイレ・

給湯設備の状況によ

り判定 

浴槽および給湯設備が設置されている、かつトイレ

が水洗化されている 
○ 

上記以外 × 

外部の 

改修状況 

外部改修の有無によ

り判定 

過去 10 年以内（平成 22 年以降）に屋根・外壁改

修を実施したもの 
○ 

上記以外 × 
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■1 次判定結果表（①団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針の判断） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■1 次判定結果表（②住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性の判断） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新耐震基準に基づかない馬場住宅、野添住宅 A 棟、深田住宅において、第一次耐震診断を実施。Is 値は、

馬場住宅 1.40、野添住宅 A 棟 1.07、深田住宅 1.43 といずれも 0.8 以上の結果が出ている。 

 

   

中開田 S28 2 14 特殊 2 × ー × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 判断を留保

馬場 S49 1 14 中耐 4 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 判断を留保

陶器町北 S57 1 5 低耐 2 〇 ー 〇 〇 〇 × 〇 × 判断を留保

陶器町中 S58 1 5 低耐 2 〇 ー 〇 〇 〇 × 〇 × 判断を留保

陶器町南 S58 1 5 低耐 2 〇 ー 〇 〇 〇 × 〇 × 判断を留保

野添A S52 1 24 中耐 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 継続管理

野添B S60 1 16 中耐 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 継続管理

野添C S59 1 16 中耐 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 継続管理

野添D S61 1 9 中耐 3 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 判断を留保

深田 S50 10 20 低耐 2 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × × 判断を留保

今里 S62 1 4 低耐 2 × 〇 × × × × 〇 × × 判断を留保

神足A H3 1 6 中耐 3 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 × × 判断を留保

神足B H3 1 8 中耐 4 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 判断を留保

神足C H4 1 14 中耐 4 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 判断を留保

神足D H9 1 11 中耐 3 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 × × 判断を留保

c)

立地

判定

a1

空家

率

b2

用途

地域

c2

災害の

危険性

①

判定結果

×

c1

利便

性

住宅名

b1

敷地

面積

a)

需要

判定

b)

効率性

判定

階数構造
管理

戸数
棟数

建設

年度

a2

応募

倍率

〇

中開田 S28 45 67 経過 × ー 不可能 〇 × × × × 優先対応(不)

馬場 S49 70 46 1/2 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

陶器町北 S57 70 38 1/2 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

陶器町中 S58 70 37 1/2 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

陶器町南 S58 70 37 1/2 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

野添A S52 70 43 1/2 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

野添B S60 70 35 1/2 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

野添C S59 70 36 1/2 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

野添D S61 70 34 未 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

深田 S50 70 45 1/2 〇 ー ー 〇 〇 〇 × × 改善必要

今里 S62 70 33 未 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

神足A H3 70 29 未 〇 〇 ー 〇 × 〇 × × 改善必要

神足B H3 70 29 未 〇 〇 ー 〇 × 〇 × × 改善必要

神足C H4 70 28 未 〇 〇 ー 〇 × 〇 × × 改善必要

神足D H9 70 23 未 〇 〇 ー 〇 × 〇 × × 改善必要

a)

躯体の

安全性

c3

住戸内

設備

c)

居住性

②

判定結果

b)

避難の

安全性

a・b)

改善の

可能性

c1

住戸

面積

c4

外部

改修

c2

高齢者

対応

住宅名
建設

年度

耐用

年数

R2年

度末経

過年数

R2耐

用経過
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③ 一次判定結果 

①、②の判定結果から、1 次判定による事業手法の仮設定を整理すると次のようになる。 

 

■1 次判定の結果 

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要

（改善可能） 

優先的な対応が必要

（改善不可能） 

継続管理

する団地 

【維持管理】 
【改善】、 

又は【建替】 

【優先的な改善】、 

又は【優先的な建替】 
【優先的な建替】 

野添 A 

野添 B 

野添 C 

（該当なし） （該当なし） （該当なし） 

A グループ 

継続管理

について

判断を 

留保する

団地 

【維持管理】、

又は 

【用途廃止】 

【改善】、【建替】、

又は 

【用途廃止】 

【優先的な改善】、

【優先的な建替】、 

又は 

【優先的な用途廃止】 

【優先的な建替】、 

又は 

【優先的な用途廃止】 

馬場 

陶器町北 

陶器町中 

陶器町南 

野添 D 

今里 

深田 

神足 A 

神足 B 

神足 C 

神足 D 

（該当なし） 中開田 

B グループ 

↓ 

A・B グループは 2 次判定を実施 

それ以外は 

3 次判定に進む 

A グループ：LCC 比較や計画期間内の建替事業量の試算を

踏まえ、改善か建替かを仮設定 

B グループ：将来のストック量推計を踏まえ、継続管理か

当面管理（建替を前提としない）かを仮設定 
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(３) ２次判定 

2 次判定では、1 次判定において、事業手法・管理方針の判断（改善事業を実施するのか建

替事業を実施するのか、将来にわたって継続管理するのか建替を前提とせず当面管理するの

か）を留保した住宅を対象として、以下の 2 段階の検討から事業手法の仮設定を行う。 

【A グループ】ライフサイクルコスト（LCC）比較の試算を踏まえた事業手法の仮設定 

【B グループ】将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

1 次判定の結果、Aグループに判定される住宅はないため、B グループについて 2 次判定を

行う。 

 

① 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定（選定フロー ③-2） 

Ｂグループの住宅を対象として、ストック推計を踏まえて将来的な活用の優先順位を検討

し、将来にわたって「継続管理する団地」とするか、「当面管理する団地（建替を前提とし

ない）」とするかの判断を行い、事業手法を仮設定する。 

 

■判定基準 

【基準１ 

：活用の

優先度】 

1 次判定①（選定フロー ②-1）の需要、効率性、立地等を勘案し、将来的な活用

の優先度から「継続管理する団地」または「当面管理する団地（建替を前提としな

い）」を判定する。 

 ・1 次判定①各項目の「〇」の数が 4 つ以下＝優先度「低」＝当面管理する団地 

 ・1 次判定①各項目の「〇」の数が 5 つ以上＝優先度「高」＝継続管理する団地 

【基準２ 

：耐用経

過年数】 

・本市のストック推計では、計画期間当初は必要ストック量が不足しているもの

の、中長期的には必要ストック量の余剰が見込まれることから、【基準 1】で「当

面管理する団地（建替を前提としない）」と判定され、既に耐用年数を経過して

いる団地については「用途廃止」とする。 

・【基準 1】で「継続管理する団地」と判定された団地については、1 次判定①で建

替の必要性があると判定されていることから、既に耐用年数を経過している住

棟がある場合は「建替」とし、それ以外の団地は、1 次判定結果を踏まえて「維

持管理」もしくは「改善」とする。 
 

■2 次判定の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中開田 S28 2 14 特殊 2 4 当面管理 経過 用途廃止 優先的な用途廃止

馬場 S49 1 14 中耐 4 5 継続管理 1/2 維持管理 維持管理

陶器町北 S57 1 5 低耐 2 4 当面管理 1/2 維持管理 当面維持管理

陶器町中 S58 1 5 低耐 2 4 当面管理 1/2 維持管理 当面維持管理

陶器町南 S58 1 5 低耐 2 4 当面管理 1/2 維持管理 当面維持管理

野添D S61 1 9 中耐 3 5 継続管理 未 維持管理 維持管理

深田 S50 10 20 低耐 2 4 当面管理 1/2 改善 改善し当面維持管理

今里 S62 1 4 低耐 2 2 当面管理 未 維持管理 当面維持管理

神足A H3 1 6 中耐 3 4 当面管理 未 改善 改善し当面維持管理

神足B H3 1 8 中耐 4 4 当面管理 未 改善 改善し当面維持管理

神足C H4 1 14 中耐 4 4 当面管理 未 改善 改善し当面維持管理

神足D H9 1 11 中耐 3 4 当面管理 未 改善 改善し当面維持管理

2次判定結果
1次判定①

の〇の数

R2耐

用経過

【基準1】

判定結果

【基準2】

判定結果
階数住宅名

建設

年度
棟数

管理

戸数
構造
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② 事業手法の仮設定（1・２次判定） 

1・2 次判定の結果を整理すると、次のようになる。 

表中のすべてのストックについて、引き続き 3次判定を実施する。 

 

■事業手法の仮設定（1・2 次判定結果） 

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

継続管理 

する団地 

維持管理 改善 優先的な改善 優先的な建替 

馬場 

野添 A 

野添 B 

野添 C 

野添 D 

（該当なし） （該当なし） （該当なし） 

建替 優先的な建替 

（該当なし） （該当なし） 

当面管理 

する団地 

（建替を 

前提と 

しない） 

当面維持管理 
改善し 

当面維持管理 

優先的に改善し 

当面維持管理 
優先的な用途廃止 

陶器町北 

陶器町中 

陶器町南 

今里 

深田 

神足 A 

神足 B 

神足 C 

神足 D 

（該当なし） 中開田 

用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止 

（該当なし） （該当なし） （該当なし） 
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(４) ３次判定 

3 次判定では、以下の 4段階の検討により、計画期間に実施する事業手法を決定する。 

 

① 集約・再編等の可能性を踏まえた住宅・住棟の事業手法の再判定（選定フロー ④-1） 

1・2 次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る住宅や、異なる事業手法

に判定された住棟が混在する住宅については、効率的な事業実施のため、必要に応じて事業

手法の再判定を行う。あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から総合

的な検討を行う。 

ⅰ）住宅単位での効率的活用 

同一住宅内（同一敷地内）で改善、建替と判定された住棟が混在する場合は、住宅単

位での一体的な活用を実現するための見直しの必要性を検討する。 

ⅱ）集約・再編等の可能性 

一定の地域において複数の住宅が存在する場合は、近隣の住宅の事業手法にも配慮し

つつ地域の実情を踏まえて集約・再編の可能性を検討する。 

ⅲ）地域ニーズへの対応等 

府営住宅等の公的賃貸住宅や公共公益施設の建設・建替事業等との連携の必要性を点

検する。 

⇒【検討結果】 

異なる事業手法の混在住宅や、一定地域での建替による集約・再編の必要性はないこと

から、2次判定結果からの再判定は行わない。 

 

② 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討（選定フロー ④-2） 

国土交通省の「長期的な管理の見通しプログラム」により、中長期的な期間（30年程度）

における大まかな事業費を試算し、今後の見通しを立てるとともに、財政負担の平準化のた

め事業実施時期の調整を行う。 

事業内容は 2次判定結果を踏まえるものとし、上記プログラムにより 30 年間の事業費を

試算した結果、約 4.8億円となり実現可能と判断された。 

事業実施については、建築経過年数、劣化状況、社会的状況等を勘案し、本計画に定める

年次計画を基本として適切に進めていく。 
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③ 長期的な管理の見通しの作成（選定フロー ④-3） 

中長期的な期間の管理の見通しとして、令和 3（2021）年から令和 32（2050）年の 30年

間の各住宅の管理の見通しを設定する。 

設定にあたっては、市営住宅の将来ストック量の推計と 2次判定結果、国土交通省の「長

期的な管理の見通しプログラム」による長期的な見通しをもとに、事業実施時期を大まかに

設定した。 

ただし、この長期的な管理の見通しは、今後、社会情勢の変化、事業の進捗状況に基づき

随時見直すものとするほか、以下の点についても将来の検討課題とする。 

ⅰ）用途廃止とする住宅について 

２次判定で用途廃止とした住宅のほか、改善事業による長寿命化を行った場合に想定

される管理期間（改善）を過ぎた住宅についても用途廃止を原則とするが、実際の用途

廃止については、管理期間（改善）の終了が近づいた段階での公営住宅ニーズや社会経

済情勢等を総合的に勘案した上で再度検討する。 

ⅱ）維持管理とする住宅について 

改善や用途廃止を行わず維持管理とする住宅については、適切な修繕を行うことで維

持管理するが、高齢者対応浴槽の設置や共用部の手すり設置、団地敷地内の段差解消な

どのバリアフリー化については次の計画見直し以降の段階で検討していくこととする。 

 

■長期的な管理の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2 次判定で用途廃止としたもの以外の用途廃止については、管理期間の終了が近付いた段階で再度検討

し判断する。  

管理期間

棟数 戸数 （改善） 建替 改善 用途廃止※

中開田 特殊 S28 2 14 45 R3-R12 ー

馬場 中耐 S49 1 14 70 R23-R32 ー

陶器町北 低耐 S57 1 5 70 5

陶器町中 低耐 S58 1 5 70 5

陶器町南 低耐 S58 1 5 70 5

野添A 中耐 S52 1 24 70 R23-R32 ー

野添B 中耐 S60 1 16 70 16

野添C 中耐 S59 1 16 70 16

野添D 中耐 S61 1 9 70 9

深田 低耐 S50 10 20 70 R3-R12 R23-R32 ー

今里 低耐 S62 1 4 70 4

神足A 中耐 H3 1 6 70 R3-R12 6

神足B 中耐 H3 1 8 70 R3-R12 8

神足C 中耐 H4 1 14 70 R3-R12 14

神足D 中耐 H9 1 11 70 R3-R12 11

市営住宅等計 25 171 99

住宅名 構造 建設年度
R2管理戸数 R32

管理戸数

事業実施期間
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④ 計画期間における事業手法の決定（選定フロー ④-4） 

長期的な事業の見通しにもとづき、本計画期間内に実施を予定する事業を決定する。本計

画期間内における住宅別の事業手法結果は以下のとおりである。 

 

■本計画期間における事業手法別戸数表 

事業手法 戸数 

維持管理 98 

改善 59 

建替 0 

用途廃止 14 

 

■本計画期間における事業手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

棟数 戸数

中開田 特殊 S28 2 14 用途廃止 ー

馬場 中耐 S49 1 14 維持管理 14

陶器町北 低耐 S57 1 5 維持管理 5

陶器町中 低耐 S58 1 5 維持管理 5

陶器町南 低耐 S58 1 5 維持管理 5

野添A 中耐 S52 1 24 維持管理 24

野添B 中耐 S60 1 16 維持管理 16

野添C 中耐 S59 1 16 維持管理 16

野添D 中耐 S61 1 9 維持管理 9

深田 低耐 S50 10 20 個別改善（長寿命化） 20

今里 低耐 S62 1 4 維持管理 4

神足A 中耐 H3 1 6 個別改善（長寿命化） 6

神足B 中耐 H3 1 8 個別改善（長寿命化） 8

神足C 中耐 H4 1 14 個別改善（長寿命化） 14

神足D 中耐 H9 1 11 個別改善（長寿命化） 11

市営住宅等計 25 171 157

R12

管理戸数

本計画期間

事業手法
住宅名 建設年度構造

R2管理戸数
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第６章 事業の実施方針 

１．点検の実施方針 

(１) 定期点検 

市営住宅の長寿命化に向けて、予防保全の観点から定期的な点検等を行うことが重要であ

る。 

したがって、法定点検の対象となっている住棟については、引き続き法令に基づく適切な点

検を実施する。法定点検の対象外の住棟についても、建築基準法 12条の規定に準じて法定点

検と同様の点検を実施する。 

 

(２) 日常点検 

外観からの目視により容易に確認することが可能な部位等については、不具合等への適切な

対応を図るため、必要に応じて日常点検を実施する。 

遊具、外構、自転車置場等、法定点検の点検項目にはないが、市営住宅の適切な維持管理の

ために状況を把握することが必要な対象については、日常点検において点検を行う。 

 

(３) 入退去時の点検 

バルコニー等の入居者が専用的に使用する共用部分や、住戸内の設備等の点検については

は、住宅内部に立ち入る必要があり、定期点検や日常点検を実施することが困難であるため、

入退去時には確実に点検を実施する。 

 

(４) 点検結果の活用 

定期点検や日常点検の結果は、データベースに記録し、修繕・維持管理の的確な実施や次回

の点検に役立てることとする。 

 

 

２．計画修繕の実施方針 

(１) 計画修繕の内容と周期 

計画修繕は、経年劣化により老朽化した設備等の原状回復を目的とした工事を対象とする。

計画期間内に実施する修繕は、公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年 8月改定）に示

されている修繕項目別の修繕周期表を参考に、住棟別に修繕内容と実施時期を調整する。 

 

(２) 効果的・効率的な計画修繕の実施 

工事時期の近い修繕内容や建設年代の近い住棟の工事時期を調整するなど、工事の効率化・

コストの軽減を図る。 

計画修繕の実地時期と改善事業の実施時期が近い場合は、相互の事業実施時期や関連性等を

把握したうえで、両工事をあわせて実施するなど効率化を図る。 

点検の結果、建物の安全性等が確認された場合には、修繕時期を延期するなど、点検結果を
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踏まえて柔軟に対応する。また、点検結果による老朽化の度合いや危険度に応じて優先順位を

つけるなど、実情を踏まえた実施を検討する。 

 

(３) 修繕内容のデータベース化 

修繕した内容をデータベース化し、将来の修繕や改善等に必要な履歴を蓄積する。 

 

 

３．改善事業の実施方針 

 今後も引き続き活用を図る住宅について、住棟の状況に応じた改善事業の必要性・効果を考

慮し、次の 5類型の改善事業を必要に応じて適切に実施する。 

◇長寿命化型 

耐久性の向上や躯体劣化の低減、維持管理の容易性向上の観点から予防保全的な改善を行

う。 

〈改善内容（例）〉 

・屋根防水改修、外壁改修、給排水管改修 など 

◇福祉対応型 

高齢者等が安全・安心して居住できるよう、住戸内や共用部、屋外のバリアフリー化を進

める。 

〈改善内容（例）〉 

・住戸内、共用部への手すり設置や段差解消 など 

◇居住性向上型 

住戸住棟設備の機能向上を行い、居住性を向上させる。 

〈改善内容（例）〉 

・給湯設備の更新、電気容量のアップ など 

◇安全性確保型 

非常時に円滑に避難できるよう避難設備や経路の整備・確保などによる防災性の向上や、

防犯性や落下・転倒防止などの生活事故防止に配慮した改善を行う。 

〈改善内容（例）〉 

・外壁落下防止改修、防犯に配慮した建物部品の設置 など 

◇脱炭素社会対応型 

脱炭素社会の実現に向けて、省エネルギー性の向上や再生可能エネルギーの導入を図る。 

〈改善内容（例）〉 

・省エネルギー性能の高い設備への交換、外壁・屋根等の断熱性の向上、照明の LED

化 など 
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第７章 長寿命化のための事業実施予定一覧 

 

【様式１】計画修繕・改善事業の実施予定一覧 

 

 

【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式３】共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等） 

 

 

 

  

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

法定点検
法定点検に
準じた点検 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

深田住宅 20 RC造 S50 R3
浴室改修
(居住性・
福祉対応)

1,767

神足住宅 Ａ 6 RC造 H3 R6
外壁改修
(長寿命)

255

神足住宅 Ｂ 8 RC造 H3 R6
屋根・
外壁改修
(長寿命)

340

神足住宅 Ｃ 14 RC造 H4 R8
屋根・
外壁改修
(長寿命)

749

神足住宅 Ｄ 11 RC造 H9 R10
屋根・
外壁改修
(長寿命)

601

長岡京市

構造

次期点検時期

　事業主体名：

　住宅の区分：

LCC
縮減効果
(千円/年)

備考団地名
住棟
番号

戸数
建設
年度

修繕・改善事業の内容

公営住宅
特定公共

賃貸住宅

地優賃

（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

法定点検
法定点検に

準じた点検
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

　事業主体名：

備考
維持管理・改善事業の内容

団地名 共同施設名 建設年度
次期点検時期

長岡京市

　住宅の区分：

　事業主体名：

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共

賃貸住宅

地優賃

（公共供給） 改良住宅

法定点検
法定点検に

準じた点検

長岡京市

LCC
（千円/年）

その他（　　　　　　　　　　）

次期点検時期

備考
新規又は建
替整備予定

年度
団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度

該当なし 

該当なし 
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第８章 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

１．ライフサイクルコストの縮減効果算出の基本的な考え方 

計画期間において長寿命型改善事業を実施する住宅について、ライフサイクルコスト（LCC）

の縮減効果を算出する。 

LCC の算出については、公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年 8 月改定）に記載さ

れた方法を用いることとし、具体的には同時に参考資料として配布されたライフサイクルコス

ト（LCC）算定プログラムを用いる。 

以下に、その内容を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①１棟の LCC 縮減効果 ＝ LCC（計画前）－ LCC（計画後） 

〔単位 千円/棟・年〕  

 

②LCC（計画前） ＝ （建設費＋修繕費＋除却費）*1 ／ 評価期間（改善非実施） 

〔単位 千円/棟・年〕  

＊1：（建設費＋修繕費＋除却費）は公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定

対象）を実施しない場合に想定される管理期間に要するコスト。 

・建設費：推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規

則第 23 条の率）。ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場

合は、建設当時の標準建設費で代用する。 
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・修繕費：建設後、評価期間（改善非実施）末までに実施した修繕工事費（※）。長期修繕

計画で設定している標準的な修繕項目・周期等に基づき、修繕費を算定する。典型的な修

繕計画モデルから得られる修繕費乗率を建設費（推定再建築費）に乗じて算定される累積

修繕費で代用してもよい。 

・評価期間（改善非実施）：改善事業を実施しない場合に想定される管理期間。物理的な劣

化や社会的価値の低下に伴い供用に適さない状態になるまでの管理期間といえるが、こ

れまでの建替事業の実績を考慮し、建替前の平均的な供用期間（構造種別）を評価期間

（改善非実施）としてもよい。 

・除却費：評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費（※）。 

 

※現時点以後、将来に発生するコスト（将来の修繕費、除却費）については、社会的割引率

（4％）を適用して現在価値化する。 

 

③LCC（計画後） ＝ （建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）*2／ 評価期間（改善実施） 

〔単位 千円/棟・年〕  

＊2：（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）は公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業

（LCC 算定対象）及び公営住宅等長寿命化計画の計画期間以後に想定される改善事

業（LCC 算定対象）を実施する場合に想定される管理期間（目標管理期間）に要する

コスト。 

 

・建設費：②の記載と同じ 

・改善費：公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業費及び公営住宅等長寿命化計画の計

画期間以後に想定される改善事業費の総額から修繕費相当額を控除した額 *3（※） 

・修繕費：建設後、評価期間（改善実施）末までに実施した修繕工事費（※）。以下、②の

記載と同じ。 

・除却費：評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費（※） 

・評価期間（改善実施）：公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定対象）及び

公営住宅等長寿命化計画の計画期間以後に想定される改善事業（LCC 算定対象）を実施

する場合に想定される管理期間（目標管理期間）。 

 

＊3：修繕費相当額の控除方法については、指針の＜参考：ライフサイクルコスト（LCC）

の縮減効果の算出例＞を参照のこと。事業主体の運用により独自の方法によって控除

することも可能とするが、その場合は、その内容を明らかにする必要がある。 

※現時点以後、将来に発生するコスト（将来の改善、修繕、除却費）については、社会的割

引率（4％）を適用して現在価値化する。 
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２．ライフサイクルコストの縮減効果の算出結果 

以上の算出方法により、対象の住宅について、改善事業による LCC 縮減効果を算出した結

果、いずれも LCC 縮減効果があると判断される。 

この改善事業により、対象の住宅全体では年間 3,712千円／年の縮減効果が期待できる。 

 

■LCC 縮減効果一覧 

住宅名 LCC 縮減効果（千円／年） 

深田 1,767 

神足 A 255 

神足 B 340 

神足Ｃ 749 

神足Ｄ 601 

計 3,712 
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２．用語解説 .............................................................................................................. 参考－3 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



参考－1 

１．前計画に基づく実施事業（平成 23～32 年度）の評価結果 

(１) 計画の実施状況に対する評価 

現在の長岡京市営住宅等長寿命化計画（H28.6 改訂）の対象住宅は 8団地（27棟、173 戸）

であり、各住宅における計画内容とその後の実施状況は、以下の表のようになる。 

 

■現計画における事業計画内容と実施状況 

住宅名 棟数 戸数 計画内容 実施事業 実施 

中開田 2 14 H31～32 建替え（20 戸） R2  ・建物解体 △ 

馬場 1 14 

H24 福祉対応改善 

 

H28 長寿命化（外壁・屋

根・配管）・居住性向

上・安全性確保 

H24 ・福祉対応改善 

 

H28 ・長寿命化（外壁・屋根・配管）・

居住性向上・安全性確保 

 

○ 

北開田１ 1 1 H23 用途廃止 H23 ・用途廃止 ○ 

北開田２ 1 1 H23 用途廃止 H23 ・用途廃止 ○ 

陶器町北 1 5 
H24 長寿命化（外壁・屋

根）・福祉対応改善 

H24 ・長寿命化（外壁・屋根）・福祉

対応改善 
○ 

陶器町中 1 5 
H25 長寿命化（外壁・屋

根）・福祉対応改善 

H25 ・長寿命化（外壁・屋根）・福祉

対応改善 
○ 

陶器町南 1 5 
H26 長寿命化（外壁・屋

根）・福祉対応改善 

H26 ・長寿命化（外壁・屋根）・福祉

対応改善 
○ 

野添Ａ 1 24 

H29 長寿命化（外壁）・福

祉対応改善・居住性

向上・安全性確保 

H29 ・長寿命化（外壁）・福祉対応改

善・居住性向上・安全性確保 ○ 

野添Ｂ 1 16 

H28 長寿命化（外壁・屋

根・配管）・福祉対応

改善・居住性向上・

安全性確保 

H28 ・長寿命化（外壁・屋根・配管）・

福祉対応改善・居住性向上・安

全性確保 
○ 

野添Ｃ 1 16 

H27 長寿命化（外壁・屋

根・配管）・福祉対応

改善・居住性向上・

安全性確保 

H27 ・長寿命化（外壁・屋根・配管）・

福祉対応改善・居住性向上・安

全性確保 
○ 

野添Ｄ 1 9 

H30 長寿命化（外壁・屋

根・配管）・福祉対応

改善・居住性向上・

安全性確保 

H30 ・長寿命化（外壁・屋根・配管）・

福祉対応改善・居住性向上・安

全性確保 
○ 

深田 10 20 
H25 福祉対応改善・安全

確保改善 
H25 ・福祉対応改善・安全確保改善 〇 

今里 1 4 

H31 長寿命化（外壁・屋

根）・福祉対応改善・

安全性確保 

R 元 ・長寿命化（外壁・屋根）・福祉

対応改善・安全性確保 ○ 

神足 A 1 6 なし なし － 

神足 B 1 8 なし なし － 

神足 C 1 14 なし なし － 

神足 D 1 11 なし なし － 

計 27 173    

 

計画に位置づけた事業について、中開田住宅を除きすべての事業を計画通り実施済みであ

る。 
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(２) 長寿命化によるライフサイクルコストの縮減効果からみた評価 

現計画に位置づけた住宅のうち、長寿命化型改善を行った 9 棟について、事業実施によるラ

イフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果を算出することにより、その事業効果を評価する。 

ライフサイクルコスト算出の対象となる住宅と計画期間内の工事費は、以下の通りである。 

 

■LCC 算出対象住宅と計画期間内工事費 

住宅名 建設年度 構造 戸数 事業年度 
長寿命化改善を含めた 

全体工事費（千円） 

馬場 S49 中層耐火 14 
H24 9,110 

H28 44,810 

陶器町北 S57 

低層耐火 

5 H24 16,030 

陶器町中 S58 5 H25 18,010 

陶器町南 S58 5 H26 22,840 

野添 A S52 

中層耐火 

24 H29 100,700 

野添 B S60 16 H28 73,550 

野添 C S59 16 H27 69,450 

野添 D S61 9 H30 66,680 

今里 S62 低層耐火 4 R 元 30,510 

 

ここでは、国土交通省が平成 28年に配布した「ライフサイクルコスト算定プログラム」を

用いて、上記の工事によるライフサイクルコストの縮減効果の算出を行う。 

算出に際して使用した主な設定条件は、以下の通りである。 

【設定条件】 

◇評価期間（改善非実施）：50 年、評価期間（改善実施）：70 年 

◇評価モデル：中層耐火構造は「中耐階段室型」モデル、低層耐火構造は「中層片廊下型」

モデルをそれぞれ使用 

◇建替え費用：過去の実績をもとに 17,000,000 円/戸と設定 

◇その他については「ライフサイクルコスト算定プログラム」の初期設定値を使用 

 

算出したライフサイクルコストの縮減額は以下の通りであり、いずれの団地も縮減額がプラ

スとなったことから、ライフサイクルコスト縮減効果があったと判断される。 

 

■LCC 縮減額 

住宅名 
年平均縮減額 

（千円／戸・年） 

住棟当たりの年平均縮減額 

（千円／棟・年） 

馬場 151 2,118 

陶器町北 116 581 

陶器町中 111 557 

陶器町南 100 503 

野添 A 124 2,973 

野添 B 138 2,202 

野添 C 141 2,255 

野添 D 108 973 

今里 83 1,162 
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２．用語解説 

 

居住面積水準 

国民の住生活の安定の確保及び向上の促進を図る上での指針のひとつとして、住生活基本法

に基づき、住生活基本計画（全国計画）に定められた住宅の面積に関する水準。 

健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準である「最低

居住面積水準」と、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために

必要と考えられる住宅の面積に関する水準である「誘導居住面積水準」があり、このうち誘導

居住面積水準は「一般型」と「都市居住型」の２区分からなる。これらの居住面積水準では、

同じく住生活基本計画（全国計画）に定められた住宅性能基準の基本的機能を満たすことを前

提として、世帯人数に応じた住宅面積の基準が示されている。（本文P.10参照） 

 

公営住宅 

公営住宅法に基づき国の補助を受けて地方公共団体が供給する住宅で、住宅に困窮する低額

所得者を対象に、安い家賃で賃貸することを目的としている。 

公営住宅の家賃は市場家賃と異なり、入居世帯の収入や住宅の立地条件、広さ、築年数など

に応じて毎年度決定する応能応益家賃とされている。 

 

公営住宅等長寿命化計画策定指針 

地方自治体が公営住宅等長寿命化計画を策定する際の指針となるもので、平成21年３月に

国が策定し、平成28年８月に改定が行われた。 

 

高額所得者 

市営住宅に引き続き５年以上入居している者で、最近２年間引き続き政令月収が31万３千

円を越える入居者のことを言う。高額所得者には、期限を定めて市営住宅の明け渡しを請求す

ることができる。 

 

収入超過者 

市営住宅に引き続き３年以上入居しており、一般世帯の場合は政令月収が15万８千円、障が

い者や高齢者などの裁量階層世帯の場合は、政令月収が21万４千円を超える入居者のことを

言う。 

 

住宅確保要配慮者 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）

に定義されている、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯などの住宅の確保に

特に配慮を要する者のことを言う。 

 

住宅ストック 

ストックとは「在庫」の意味で、ある時点で存在している住宅（既存住宅）のことを言う。

住宅ストックに対し、ある一定期間に供給される住宅は、住宅フローと呼ばれる。 
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住宅セーフティネット 

民間の市場機能のみでは住宅を確保できない住宅困窮者に対し、柔軟かつ公平に賃貸住宅や

住宅資金を提供するための仕組みや制度のことを言う。 

 

住宅・土地統計調査 

住宅及び世帯の実態を把握するため、総務省統計局が昭和23年以来５年ごとに実施してい

る国の指定統計調査である。国勢調査が全数調査であるのに対し、住宅・土地統計調査は抽出

調査である。 

 

新耐震基準 

耐震基準とは、建築基準法に基づく、地震に対して安全な建築物とするための基準のことで

ある。現行の耐震基準は、昭和56年６月施行の建築基準法改正によるもので、それ以前の耐震

基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれている。新耐震基準では、中規模の地震（震度

５強程度）に対してはほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震（震度

６強から震度７程度）に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを

目標としている。 

 

政策空き家 

老朽化した公営住宅の建替事業を行うため、または住戸の改善事業を行うために新たな入居

募集を停止している結果、生じた空き家のことを言う。 

 

耐用年数（法定耐用年限） 

公営住宅法の規定により構造別に定められた、除却処分等の基準となる年数で、耐火構造が 

70年、準耐火構造（簡易耐火構造２階建、特殊耐火構造）が45年、木造（簡易耐火構造平屋建）

が30年とされている。 

 

特定優良賃貸住宅 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、広さや設備など一定の基準で建設さ

れた中堅所得層向けの良質な賃貸住宅で、①民間の土地所有者等が建設し、地方公共団体、住

宅供給公社等が借上げまたは受託により管理するもの、②住宅供給公社等が建設及び管理する

もの、③地方公共団体が建設及び管理するもの、の３つがある。 

 

長岡京市建築物耐震改修促進計画 

平成７年の阪神・淡路大震災後、建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）

が制定され、平成18年１月施行の改正で耐震改修促進計画の作成が都道府県に義務付けられ

ると共に、市町村による作成は努力義務とされた。これを受けて、既存の建築物の耐震化を計

画的かつ総合的に促進していくための計画として、市が平成20年４月に策定したもの。平成29

年3月に改定を行い、現計画の期限は令和７年度末となっている。 

 

ＰＦＩ 

Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能

力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。 
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国や地方公共団体が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事

業について、民間の資金とノウハウを活用することにより、コスト削減や質の高い公共サービ

スの提供を目指すもので、1990年代の英国における「小さな政府」への取組の中で導入された

のがはじまりとされる。 

 

ＰＰＰ 

Public-Private Partnershipの略。公共サービスの提供において、何らかの形で民間が参画す

る手法を幅広くとらえた概念で、PFIのほかに、指定管理者制度、部分民営化やアウトソーシ

ング、行政財産の商業利用などの手法が含まれる。 

 

ライフサイクルコスト（ＬＣＣ） 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理費用等を含めた生涯費用の総計のこ

と。（Life Cycle Cost） 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


